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件 名 審 査 結 果 
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第８５号議案 

多摩市総合福祉センターに係る指定管理者の指定について 
原案可決すべきもの 

２ 
第９５号議案 
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４ 新型コロナウイルスワクチン接種証明書のデジタル化について 特命事項担当 

５ 
多摩市版地域包括ケアネットワーク連絡会準備会の進捗状況につ

いて 

福祉総務課 

健幸まちづくり推進室 

６ 多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 保険年金課 

７ 

国民健康保険及び後期高齢者医療保険における新型コロナウイル

ス感染症の影響による傷病手当金の支給及び国民健康保険税・後

期高齢者医療保険料の減免状況について 

保険年金課 

８ 国民健康保険税率等の見直しの検討状況について 保険年金課 

９ 後期高齢者医療保険料の改定について 保険年金課 

10 多摩市再犯防止推進計画の策定について 福祉総務課 

11 
『多摩市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金』他進

捗状況について 
福祉総務課 

12 
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ついて 
生活福祉課 

13 令和２年度 生活保護費返還金の状況について（報告） 生活福祉課 

14 
地域活動支援センター及び就労支援センター業務委託に係るプロ

ポーザル方式による審査結果について 
障害福祉課 

15 
多摩市ひまわり教室運営業務委託に係るプロポーザル方式による

審査結果について 
発達支援室 

 

  



 1

午前１０時０１分 開会 

きりき委員長  ただいまの出席委員は７名である。定足数に達しているので、これより

健康福祉常任委員会を開会する。 

 本日配付された協議会の資料は行政資料室に所蔵している。 

 それでは、これより審査に入る。本日の審査は、お手元に配付した審査

案件の順序に沿って進めさせていただく。 

 日程第１、第８５号議案 多摩市総合福祉センターに係る指定管理者の

指定についてを議題とする。 

 これより市側の説明を求める。 

小野澤健康福祉部長 本案については、令和４年４月からの多摩市総合福祉センターの管

理運営について、指定管理者制度の継続に当たり、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により、二幸産業・ＮＳＰグループを指定管理者に指定

するため提案するものである。選定に当たっては、公募を行い、応募団体

の申請書類及びプレゼンテーションの内容を多摩市立温水プール及び多摩

市総合福祉センター指定管理者候補者選定委員会にて審査をしたところで

ある。 

 詳細については、福祉総務課長よりご説明をさせていただく。 

松崎福祉総務課長 改めて、多摩市総合福祉センター指定管理者の指定についてご審査の

ほどよろしくお願いする。こちらの手続の経過を簡単にご説明させていた

だく。 

 令和３年７月に公募を開始させていただいた。その結果、１団体の応募

となった。 

 ８月に入って、新しい多摩市立温水プール及び多摩市総合福祉センター

指定管理者候補者選定委員会において、応募団体の申請書類及びプレゼン

テーションで審査をさせていただいている。 

 同選定委員会の審査結果報告書を８月にいただき、そちらをもとに指定

管理者候補者選定審査会において、指定管理者予定候補者を８月３１日で

決定したところである。こちら１０月に、多摩市情報公開・個人情報保護

運営審議会に諮問をさせていただいている。１１月に入って、仮協定を締

結させていただいた。こちら承認をいただいたら、今後の予定であるが、
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指定管理者の指定の公表を１２月に、まず公式ホームページや、施設内で

の掲示、また告示等で行う予定である。１月に本協定を締結する予定であ

り、２月に広報にて次期指定管理者の公表をしていきたいと考えている。

手続の流れについては、簡単だが、このような状況で進めたいと考えてい

るので、よろしくお願いする。 

きりき委員長  これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

板橋委員    板橋茂である。この総合福祉センターの指定管理運営問題であるが、総

合福祉センターのありようについては９月議会で政策提案があったので、

そこでいろいろとお話もお聞きしたところであるが、もともとは５年間の

指定管理者というところだったが、コロナの関係で１年間特命でやってい

ただいて、そして今度改めて５年間という方向での提案が行われている。

先ほども報告があったが、この指定管理者候補者選定委員会に委ねて、そ

ちらで最終的な審査を行われたわけだが、この選定委員会の中で特にこの

１団体になってしまったからということで改めて市側への提案などもされ

ているが、まずはなぜ複数にできなかったのか。１団体では選定委員会も

そこを審査せざるを得なかったというところもあると思うが、複数に至ら

なかった状況について、まず最初にお聞かせ願う。 

松崎福祉総務課長 今回応募については、１団体の応募になったところである。複数にな

らなかったところであるが、それについては以前の常任委員会等でも複数

での選考ということでご意見をいただいているところである。今回一番最

初の説明会では、４社の方々にお越しいただいたところである。結果的に

１団体の応募となり、応募されなかった事業所にアンケートを取らせてい

ただいたところである。 

 そのアンケートの状況であるが、なぜ応募に至らなかったかというとこ

ろでお答えいただいている内容として、まず１点目は、新型コロナウイル

スの影響面で指定管理者の負担の見通しが難しかった、状況に応じて計画

が大きく変わってしまう可能性があるというのがアンケートの中で回答と

して出てきているところである。 

 また、よくお話を聞いた中では、今回求められる業務内容が社の事業内
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容と一致が難しかったというお答え、あとこちらの指定管理者制度は１団

体ではなく提携して業務を請け負うことができるような仕組みになってい

るが、提携する相手を見つけるところまで至らなかったというようなご回

答もいただいているところである。複数に至らなかったというところは、

コロナ禍というこの時代の影響、また各事業者の状況に応じてということ

でこちらは受け止めているところである。 

板橋委員    ９月議会でもこのことについては質疑したところであるが、選定委員会

からの宿題という形に結局なってしまった。１団体になってしまって、結

局は提案内容の比較優位性を検討することが困難だったという委員会の報

告である。だから本委員会は市に対して以下の点について努力していただ

きたいという形で求めているわけであるが、応募団体に補足説明を求める、

そして指定管理者に決定した後にはモニタリングを求めるという形で、具

体的に５つにわたって基本方針や管理、また事業サービス、コスト問題、

総合評価問題という形で補足説明を求められているが、これについては実

際どのように行われたのか、補足説明を求めてどのような回答がされてい

るのかお聞かせ願う。 

松崎福祉総務課長 委員がお話しされたとおり、こちら審査結果報告書として８月３１日

にいただいており、報告書では、提案内容の比較優位性を検討することが、

応募団体が１団体であったために困難だったという報告をいただいている。

また、本委員会からは市に対して、応募団体に補足説明を求めるとともに

指定管理者に決定した後にはモニタリングを求めるということでご意見を

いただいているところである。 

 まず１点目、応募団体に補足説明を求めるというところで、応募団体に

補足説明を求めさせていただき、そちらの回答をいただいていている。５

点、委員会から質問を受けている。柱としては、基本方針、それから管理

について、３つ目が事業サービスについて、４番目がコストについて、最

後の５番目、総合評価ということでいただいているところである。 

 １つ目の基本方針については２点のご質問をいただいている。１点目が、

ユニバーサルサービスの推進、個人情報の保護の推進というところが事業

者がかつて実施した第三者評価機関の評価結果で低かったが、その理由に
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ついて尋ねられているところである。そちらについて事業者より回答をい

ただいている。簡単にご説明させていただくが、ユニバーサルサービスの

推進については、当初看板の掲示やその他サービスの拡充など、企画を検

討されていたということだったが、予算の都合等で保留になっていたとい

うようなお答えになっている。 

 ただ、その後改善策として、令和４年度以降段階的にサービスの拡充に

努めていく。具体策としては、ホームページの全面リニューアルを実施し

てウェブアクセシビリティにより配慮した対応を検討しているということ

で回答をいただいている。個人情報の保護の推進というところでは、今回

総合福祉センターは団体というところで２つの事業者が協力して提携して

指定管理を請け負っていただいているところであるが、こちらについて

個々の共同事業体でそれぞれの監視体制で臨んでいるところを、もう少し

組織的な保護体制を築くことが求められたというような内容になっており、

そちらについては多摩市個人情報保護条例に基づきこれまでも取り組んで

いるところであるが、さらにしっかり策定していくということで回答をい

ただいている。 

 もう１点の質問であるが、地域連携が弱かったという自己分析を事業所

がされており、こちらは地域連携ができていなかったということではなく、

もっと地域連携ができたのではないかという視点で、さらに令和４年度以

降は地域連携について耕す、そして育むという事業のコンセプトを持って

より一層取り組んでいきたいといった回答いただいているところである。 

 管理についてご指摘を受けているところでは、災害のマニュアル及び体

制の整備更新はどうなっているのかというところであるが、こちらは今回

の提案の資料に添付をしていなかったということであり、実際には夜間休

館日地震発生マニュアル等を作成をしていただいており、こちらに基づい

て運用しているという回答をいただいている。 

 また、労働関係法令の遵守の状況についてという質問を選定委員会から

求められているが、そちらについては、これまでも関係法令を遵守してい

るところであが、今後もしっかりと法令を遵守し、加えて多摩市所管課に

よる実地調査等で点検をしっかり受けて取り組みを丁寧に進めていきたい
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ということで回答いただいている。 

 また、令和３年改正個人情報保護法への改正については、引き続き法令

に伴ったフローの見直し等を実施し、多摩市所管課と報告・連絡・相談を

行って適正に進めていきたいということで回答をいただいている。 

 また、事業サービスのご質問では、施設利用の向上ということで選定委

員会より報告を求められているところであるが、こちらは施設をまだ利用

しない世帯へのアプローチ、リピーターに対してどうしていくのかという

選定委員会からのご意見となっているが、まずは利用者にきちんと情報が

伝わりやすくするためということで情報配信のサービス、ホームページ等

のリニューアルを行い、見やすくわかりやすい広報活動の充実を図ってい

くということで報告を受けている。また、利用者のリピーターを獲得して

いく。あと子育て世帯のアプローチというのは、これまでの利用状況を分

析し、その上で高齢者のフレイル対策やデジタルデバイド解消事業の取り

組み、子育て世代への支援事業として親子リトミックやママ友サークル等

新規の事業等を展開することで設備利用者へのアプローチとリピーター増

加につなげたいということで報告を受けているところである。 

 ４つ目、コスト面に関しては、事業計画書におけるコスト計算に厳密さ

が欠ける部分が見られるというご意見をいただいているところである。こ

ちらに関しては、コストの計算については過去の実績に基づいた編成を行

ったという回答をいただいている中で、人件費については適正な人事異動

を行うことで事業予算以内に収めることが可能と事業者は考えており、事

業計画書で示したコストを基本としながら、各年度に提出する事業計画書

において公募時の指定管理料の上限額の範囲内であるべきコストの見直し

をしっかり行っていきたいということで回答をいただいている。 

 最後、総合評価のところで、重要業績評価指標（ＫＰＩ）について過去

の目標値とその達成状況を明確化するよう委員会よりご意見をいただいた

ところについては、過去公募した際には、これまでＫＰＩという形での提

案はしていなかったところであった。事業者に過去の振り返りをしていた

だいて、平成２７年度の指定管理公募事業を振り返ったところ１１の新た

な取り組みを事業者として提案されたということである。その中で、目標
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どおり達成できたものが８件、主なものとしては近隣住民の方に向けたバ

ックステージツアーの事業を実施し、近隣小学校の社会科見学の受け入れ

などの取り組みを行ったというご報告をいただいている。今回１１件のう

ち３件が方針転換や未実施になったという報告も併せていただいている。

このように事業者にきちんと振り返りをしていただいて、令和４年度以降

また計画的に事業の取り組みを進めていっていただければということで、

所管としては事業者と連携し、適時話をしながら進行管理の確認をしてい

きたいと思っている。 

 最後、モニタリングということで、選定委員会からも市としてしっかり

モニタリングをせよというご意見をいただいている。現在既に市と指定管

理者は毎月連絡会を開催しているところである。また、年に一度指定管理

者に年度報告書や関係資料を提出いただいて資料の分析、ヒアリング等を

行う実地調査を実施させていただいているところである。こういった場を

活用して、この実地調査等で市でもしっかりモニタリングを実施していき

たいと考えている。 

板橋委員    実際選定委員会から、比較検討するのが難しかったからこそこういった

具体的な提案がされているわけである。また、この提案内容を着実に実行

し達成することと念押しのような形で提案されているだけに、これはやは

り文章としてもしっかりとした補足説明でどのようなことになったのかを

示す必要があるのではないかと思うが、その点についてはどうなっている

のか。 

松崎福祉総務課長 今の委員のご意見は、今後経過として記録に残していくということで

受け止めさせていただく。モニタリングを実施する中で、今実施調査を活

用してモニタリングを行おうと考えているので、実地調査の中にそういっ

た記録を取れる様式を作成して文書として残していきたいと考えている。 

あらたに委員  確認であるが、指定管理者に対して独自の収益を得ていいような内容に

ついては見直しをされている部分があるのか、総合福祉センターの運営に

関わってはそういったものが全くないのか、そこら辺を確認させてもらえ

るか。 

松崎福祉総務課長 指定管理者の自主事業ということでお話を受け止めさせていただく。
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現在も市が求める内容だけではなく、指定管理者としての収益というとこ

ろで独自事業を実際に実施していただいている。今後も同様にそちらの取

り組みはぜひ進めていっていただきたいと私ども考えており、事業者に自

主事業として展開できることの取り組みを進めてほしいということで話は

させていただいている。例えば令和４年度新たに、先ほどの子育て世代へ

のアプローチやリピーターの獲得というところでは、親子リトミックや高

齢者の方に対する事業は自主事業で実施していただくことになるので、そ

ちらは引き続き指定管理者に取り組みを進めていただきたいと考えている。 

あらたに委員  自主事業が、結局その指定管理者が負担を負ってやらなければいけない

ような自主事業ばかりだとなかなか数も増えていかないという部分もある

と思うが、ある程度そこは指定管理者の裁量に任せて収益を得ていただい

てもよいということでやっていくと、サービスの面で拡充できる部分もあ

ると思う。自ら新しいサービスを考えていくようなことも出てくると思う

が、そういったことを柔軟に考えられるようにあらかじめ市がこういった

ものもよいということで出しておかないと、それは応募者が出てこないと

思う。 

 だから、そういったことでせっかく立派な建物があるわけであるから、

その中で福祉に携わりながらある程度その収益を得ていただいてもよいよ

うな事業も、例えば専門的な高いスキルを得るような講習会は有料でやっ

てもらってその指定管理者が手数料をいただく、あれだけの大きなスペー

スの中で広告などももっとぼんぼんぼんぼん打てるようなこと、あと、ホ

ームページもあるが、そういったところもはっきり言ってしまうと指定管

理者の中で広告を出しているようなもので、外から収益を得るような内容

にはなってないような感じであるから、もっと外から収益を得られるよう

なことも指定管理者に柔軟にやっていっていただかなければ、ほかに手を

挙げてくれるところがないような気がする。そこら辺もう少し柔軟に考え

ていただきたいとお願いして終わる。 

しらた委員   今回の指定管理者の選定の中で、防災の件であるが、今度総合福祉セン

ターもこの方たちが担当というかそちらも請け負うことになると、これか

ら高齢化率が高くなっていく中で、自然災害がいつ起きるかわからないと



 8

いうところでは、自衛消防隊の技術の向上や危機管理の意識の向上という

提案があったのか、何もなかったのか、その辺はどのようにして今回選定

委員会は行われたのか。 

松崎福祉総務課長 今回指定管理者から防災に関わる新たな提案があったかということで

あるが、新たな提案はなかった。ただ、今回ご質問にあった災害時の対応

については、これまでも事業者にしっかり取り組んでいただいていて、マ

ニュアルの作成を実際に実施していただいている。先ほど自衛消防という

言葉もあったが、事業者には毎年自衛消防隊にも参加していただいていて、

事業者自ら防災意識を高めていくことに取り組まれている。 

 また、総合福祉センターについては、２団体の事業者でこちらの指定管

理を請け負っているところである。それぞれの事業者の特性を生かして、

特にＮＳＰグループの事業者が温水プールを管理しているというところで

は、水に関する知識が豊富で、そちらの知識を生かしながら社会福祉協議

会、総合福祉センターの管理を主に担っている二幸産業と連携して事業を

組み施設全体での防災意識を高めるということは、常日頃実施していただ

いているところである。 

しらた委員   そういう訓練などもやはりチームワークだと思う。業者の方が協力し合

ってジョイントでやっているので、その辺にもしっかりと取り組んでいた

だきたいことと、これから指定管理者の管理運営評価シートも出てくるか

と思うが、その辺もしっかりと見ていただきながら進めていただけたらと

思う。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

板橋委員    板橋である。第８５号議案 多摩市総合福祉センターに係る指定管理者

の指定について可決の立場から討論する。 

 この間、総合福祉センターの指定管理者の指定期間については、温水プ

ールとともに、新型コロナウイルスによる管理運営への影響、課題等を見

定めるために、当初予定の５年間から特命で現指定管理者の二幸産業株式
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会社に１年間と変更し、現在に至っている。特命の理由としては、指定期

間が１年という短期であるために新たな事業者の参入が見込めないこと、

管理運営に当たっては施設の管理運営状況を十分に理解している必要があ

ること、現指定管理者はこれまで３期にわたり管理運営を行ってきており、

施設を熟知していることに加え十分な実績を有しているということだった。 

 １年の指定管理期間の終了前に新たな指定管理者選定のための審査が行

われたが、結果は１団体のみの審査となり、指定管理者候補者選定委員会

において、二幸産業・ＮＳＰグループが選定された。候補者募集に際して

の現地説明会では４社の参加があったものの、応募の申請は１団体のみだ

った。指定管理者制度導入は、専門事業者のノウハウを生かすことで市民

サービスの維持向上や効率的な管理運営の実施、安全性の確保を期待した

ものである。 

 さらに、公募することで競争原理が働き、民間経営の発想やノウハウが

生かされることが求められている。複数の応募がなかったことは、コロナ

禍での見通しの不安などが応募をとどまらせたことも十分に考えられるが、

公募に当たっての取り組みについては改めて検討が求められる。また、指

定管理者候補者選定委員会からは、応募団体が１団体であったことから、

提案内容の比較優位性を検討することは困難であったとして、市に対して、

応募団体への補足説明を求めるとともに、指定管理者に決定した後のモニ

タリングが求められている。①基本方針、②管理、③事業サービス、④コ

スト、⑤総合評価の５項目にわたっているが、重要なこととして受け止め

ている。市も、要望には応えておられることとは思うが、補足説明の報告

とともに、定期的なモニタリング報告を求め、本条例可決の討論とする。 

きりき委員長  ほかに意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  意見・討論なしと認める。これをもって討論を終了する。 

 ただいま意見を伺ったところ、可決すべきものという意見が１名である。

よって、これより第８５号議案 多摩市総合福祉センターに係る指定管理

者の指定についてを挙手により採決する。本案は可決すべきものとするこ

とに賛成の諸君の挙手を求める。 
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（賛成者挙手） 

きりき委員長  挙手全員である。よって本案は可決すべきものと決した。 

 日程第２、第９５号議案 多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とする。 

 これより市側の説明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまの多摩市国民健康条例の一部を改正する条例の制定

についてである。こちらは多摩市国民健康保険条例の第７条に規定する出

産育児一時金の支給額について、産科医療補償制度加入医療機関等を利用

した場合の掛金１万６,０００円が同制度の見直しにより１万２,０００円

に引き下げられたこと、また、この総支給額４２万円を維持するために掛

金を除いた金額を４,０００円増額するため条例の一部を改正するもので

ある。 

 具体的には、担当課長である松下保険年金課長から説明をさせていただ

く。 

松下保険年金課長 今回の条例改正の概要についてご説明をさせていただく。多摩市国民

健康保険条例第７条に規定する出産育児一時金の支給については、被保険

者が出産したときに当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し４２万円を

支給する旨を規定している。この規定における金額については、健康保険

法施行令を引用し、同施行令第３６条に規定する健康保険法第１０１条の

政令で定める額４０万４,０００円に、産科医療補償制度に加入する医療機

関などにおいて出産した場合に１万６,０００円を加算した額となってい

る。 

 この加算については、産科医療補償制度に加入する医療機関などを利用

した場合には、被保険者が当該医療機関に支払う出産費用に制度への掛金

相当額を上乗せ徴収されるため、出産育児一時金は４０万４,０００円にさ

らにそちらを加算した金額としている。 

 令和３年８月４日付で健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布

され、令和４年１月１日より産科医療補償制度が見直しされ、当該制度の

掛金が１万６,０００円から１万２,０００円に引き下げられること及び国

の社会保障審議会医療保険部会の議論の整理において、少子化対策として
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の重要性に鑑み、出産育児一時金の支給総額については４２万円を維持す

べきといったところを踏まえて健康保険法施行令等の一部を改正する政令

が公布されたところである。このことから、多摩市国民健康保険条例の一

部を改正する条例を制定し、出産育児一時金を４０万４,０００円から

４０万８,０００円に、産科医療補償制度加入医療機関等を利用した場合の

掛金相当額１万６,０００円を１万２,０００円に改正し、支給総額４２万

円を維持するものである。 

きりき委員長  これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

小林委員    それでは、最初に多摩市内で出産ができる産科医療機関は幾つあるのか、

それで差し支えなければその医療機関名を教えていただきたいのと、その

産科医療機関は全てこの産科医療補償制度に加入している医療機関なのか

を伺いたい。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまのご質問であるが、出産を扱っているところは、ク

リニック１つと、あとは大学病院１か所の合計２か所になると思う。費用

については松下保険年金課長から答弁させる。 

松下保険年金課長 産科医療補償制度については、クリニックは加入していないが大学病

院は加入しているという状況になっている。 

小林委員    ２か所あるということであるが、それらの産科医療機関において、こう

いう言葉が適切かどうかわからないがグレードの違いというのもあるかも

しれないが、ごく平均的な出産では実質の費用負担はどのくらいになるの

か。 

伊藤保健医療政策担当部長 具体的な出産費用であるが、全国で見ると５０万５,７５９円

という形になっている。 

小林委員    それで、今回産科医療補償制度に加入する医療機関への掛金というのが

１万６,０００円から１万２,０００円に引き下げられたが、その背景にあ

るのはどういうことなの。 

松下保険年金課長 今回の産科医療補償制度の改定の経緯であるが、２０１８年７月に開

催された運営委員会において、補償対象基準については、個別審査では約

５０％が補償対象外となっている、また同じような病態であっても補償対
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象と補償対象外に分かれているところがあり、不公平感が生じている。医

学的に不合理な点があり、周産期医療の現場の実態に即していないといっ

た課題が指摘され、委員長より補償対象基準の見直しに関する要望書が厚

生労働省に提出されている。 

 このことから、医療団体、患者団体、それから保険者等の関係者から成

る産科医療補償制度の見直しに関する検討会が設置され、２０２０年

１２月に産科医療補償制度の見直しに関する報告書が取りまとめられ、厚

生労働省に提出されている。２０２０年１２月に開催された社会保障審議

会医療保険部会において産科医療補償制度の見直しの議論が行われ、

２０２２年１月以降に出生した子より補償対象基準については低酸素状況

を要件としている個別審査を廃止して一般審査に統合し、在胎週数が

２８週以上であることが基準となり、また１分娩当たりの掛金については

１万２,０００円とすることが了承されたということになっている。 

小林委員    そうすると、現場の医療機関からの要望というかもっと医療実態に即し

た掛金にしてほしいということでの改正だと思う。確認したいが、この出

産をする方は、この改正によって支給総額４２万円のうち、今言われたよ

うに産科医療補償制度に入っているところと入ってないところがあるが、

入っているほうの大学病院だと医療機関に払う掛金が１万２,０００円に

引き下げられたことになるので、実質的には出産をする方にとっては自己

負担分が４,０００円減ると捉えてよろしいか。 

松下保険年金課長 自己負担が減る形になる。 

小林委員    もう１点確認したいが、その個人医療機関、出産ができるもう１か所の

ほうであるが、こちらは産科医療補償制度に加入していないとなると、出

産をする方にとっては支給総額がその分減ると、要するに医療機関に掛金

を払う必要がないので支給総額が減ることになるのか。 

松下保険年金課長 掛金の上乗せ分を差し引いたものを出産育児一時金として支給する形

になる。 

あらたに委員  今回直接こちらの課で検討できる内容ではないが、この出産育児一時金

制度そのものがたしか１９９４年に創設されて３０万円からスタートし、

２００６年に３５万円に引上げられ、２００９年の１月に３８万円、同
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１０月に４２万円ということで２００９年の１０月から今の４２万円がず

っと続いている。先ほどの全国の出産費用５０万５,７５９円は２０１６年

の国民健康保険中央会の調査結果だと思うが、実は東京都の平均が出てい

るが、東京都は６２万１,８１４円である。もう既に２０万負担しなければ

いけないのが東京都の実態である。今回国の制度が変わったからというこ

とで私たちに提案があったわけであるが、多摩市として、実際多摩市はこ

の出生率で見てしまうと平成１９年からずっと下がってきているわけであ

るが、平成２３年をピークに亡くなる方が増えて生まれる方が減っていく

ということで、平成２３年はまだ１,０４９人が生まれていたが令和元年は

８７１人で、出生率が物すごく下がってきているわけである。 

 このことは正直に言ってしまうと、出産にかかる費用がどんどんどんど

ん上がっていくと出生率が下がっていくという傾向になっているわけであ

る。少子化対策をここで本気で考えなければいけないときに、国が制度を

変えたからこのように内容が変わると言ってポンと出してこられるのは、

私は多摩市として少し考えが浅いと思っている。そういう意味で、この出

産育児一時金に対して、現状今生まれる方は東京都の平均でいくと１人生

まれると２０万円個人が負担しなければいけないといったことに対して、

市は今どのように考えているのかお聞かせいただけるか。 

松下保険年金課長 今、委員が言われた出産育児一時金の金額については、国の社会保障

審議会医療保険部会でも、今見直しが行われている状況である。そちらの

議論の中では、出産費用が年々増加しているがどのような要因により増加

しているのかが明らかになっていない、費用のばらつきが多いがどのよう

な要因により差があるのか十分な分析が行われていない、また分娩の約

４割を占める異常分娩の費用の分析を行っていないというような課題が指

摘され、今後も引き続きそちらの金額の見直しについては議論されていく

こととなっている。多摩市としては、そちらの議論を注視していきたいと

考えている。 

あらたに委員  ただ、現実問題今１人生まれたら、一つの家族が平均２０万円負担しな

ければいけない。実際正直に言ってしまうが、多摩市は東京都の平均の中

でも高いと言われている。周りは公立病院があったりすることもあると思
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うが、そこら辺で多摩市の事情も鑑みてこの出産育児一時金については、

国が制度を変えるのを待っているのではなく、多摩市独自でここら辺もう

少し本当は考えてもらいたかった。これも保険年金課が決めることではな

いが、市全体で国の制度がこのように変わってきたときに、経営会議なり

何なりでこういったことも提案していただいて、この機に少し見直しをし

たらどうだとか、出産育児一時金という形ではなくても、例えば前回コロ

ナの対応でやったような形でも構わないと思うが、そういったことを今後

多摩市として、国の制度を待つのではなくどうするのだということをぜひ

本当は提案していただきたかったなと思うが、そこら辺のお考えだけ聞い

て終わりたいと思う。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまご指摘いただいたことは非常に重要な点だと認識し

ている。先ほど担当課長の松下保険年金課長からも、庁内ではそういった

ことで連携しながらというお話をさせていただいているが、具体的には今

年度に入って子育て・若者支援推進本部で少子化対策という形で、市長を

交えた協議会の中でそういったことを含めながら議論を進めているところ

である。お話しいただいた出産育児一時金については、担当所管としてそ

うしたことがあることをお伝えしていなかったところもあるので、今後協

議の中でしっかりお伝えをする中、検討していきたいと考えている。 

あらたに委員  私たち公明党は今、国としては５０万円を目指して上げてほしいという

ことで動いているが、現実問題として多摩市で子どもを産むには５０万円

では全然足らないわけである。そういったことに地元自治体としてしっか

り目を向けて、どういう対策していくのかを考えるよう要望して終わる。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  意見・討論なしと認める。これをもって討論を終了する。 

 これより第９５号議案 多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定についてを挙手により採決する。本案は可決すべきものとすること
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に賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

きりき委員長  挙手全員である。よって本案は可決すべきものと決した。 

 日程第３、特定事件継続調査の申し出についてを議題とする。 

 本件は別紙のとおり申し出ることにしたいと思う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  ご異議なしと認める。では、そのようにさせていただく。 

 この際暫時休憩する。 

                  午前１０時５０分 休憩 

                ──────────────― 

（協 議 会） 

きりき委員長  協議会に切り替える。 

 では、１番、健康推進課における新型コロナウイルス感染症対応及び母

子健康手帳の名称追記について、市側の説明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 協議会報告案件の１番目である。健康推進課から、健康推進

課における新型コロナウイルス感染症対応及び母子健康手帳の名称追記に

ついて、担当課長の金森からご説明をさせていただく。 

金森健康推進課長 健康推進課における新型コロナウイルス感染症対応及び、母子健康手

帳の名称追記ということでご報告させていただきたいと思う。 

 ４点あり、まず１点目である。多摩市独自のＰＣＲ検査について今年度

の実績を報告させていただく。検査対象者はそちらに書いてあるとおり保

健所の判断で濃厚接触者に特定されなかった方であるが、何らか接触があ

り、施設等で感染症が発生したときに、市が必要性を判断して検査を希望

する方に実施する。 

 それ以外にも、感染拡大を防ぐために必要と判断された場合に実施する

ことにしているが、今年度１１月２６日現在、現在もそうであるが、施設

へのＰＣＲ検査は８施設２３０件、あとワクチンの接種従事職員に３６２

件実施させていただいている。合計で５９２件になっている。施設でのＰ

ＣＲ検査は８月２５日が最終となっている。 

 続いて自宅療養者対象の食料品・日用品・生理用品の支援についてであ
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る。こちらは前回、第５波のときに感染症の患者さんが非常にふえて自宅

療養者がふえた際、本来東京都の物資支援あったが、それが滞っている状

況を把握し、３日分程度の物資を希望者宅へ届けるという事業を実施させ

ていただいた。こちらの物資は食料品と併せて日用品・生理用品で、この

日用品・生理用品は多摩市の特徴の一つとなっている。 

 また、対象者が、自宅療養者とその同居者、濃厚接触者も含めてお渡し

したというところも特徴の一つさせていただいた。配付数は、最終的には

７４世帯に食料品を１５６人分、日用品を６６世帯、生理用品１６袋で、

１０月１日にお渡ししたのが最後という形になっている。世帯構成を一応

そちらにグラフで示させていただいている。単身の方もおられるが、親御

さんがおられて、ご家族もおられるようなところにもお渡しした。 

 続いて３番目、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書についてであ

る。こちらは令和３年７月２６日より開始させていただいた。こちらにつ

いては、国際的な往来が開始される際にワクチン接種の証明を求められる

ところがあるので、国として正式なものを発行しているところになる。 

 対象は、この証明書については現に海外渡航の予定がある方のみとなっ

ているが、１１月２４日現在、そちらに数字を上げているように７４７件

の申請をいただいている。窓口に来られたのが５３１件、郵送が２１６件

で、７割程度が窓口、郵送が大体３割となっている。１２月１０日現在で

も７９７件で割合的には変わっていないので、ほぼ同様な傾向となってい

る。こちらについては、議題の４番でまたデジタル化について特命事項担

当からご説明をさせていただきたいと思っている。 

 最後４点目、母子健康手帳の名称の追記である。これは来年度発行分よ

り変更したいと考えている。前回の９月の議会でいろいろとご提案をいた

だき、議論をいただいたところであるが、母子健康手帳を発行させていた

だいているものの名称を追記をさせていただく。基本的には「母子健康手

帳」と書かせていただいて、（親子健康手帳）という名称にさせていただ

きたいと思う。こちらについては、父親の育児参加を促すことや多様な家

族形態で子育てをすることもあるので、そういったところで今回このよう

な形で追記することにさせていただきたいと思う。 
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きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    一つは新型コロナウイルス感染症対応について伺いたいが、あまり考え

たくないが今後第６波も予想される中で、やはり懸案になっているのは独

自の保健所がない市で、保健所との連携が一番の懸案だと思うが、その際

にこれまでの約２年近くの経験も生かして、どういうことが主な連携の中

心点になっていくのかを伺えればと思う。 

金森健康推進課長 今お話があったように、この新型コロナウイルス感染症については

２類の感染症である。そのため東京都が中心になり、多摩市の場合は南多

摩保健所が感染症に関する対応、調査、医療に関することを担っている。

そこについては健康推進課と緊密に連携は取ってきているが、個人情報の

壁もあったのでいただける情報も限られてきていた。 

 ただ、ここでいろいろと要望等を連携の中で話し合いもしてきた中で、

自宅療養者に関しては東京都からどのような方が自宅療養されているかと

いう情報をいただけるようになっている。そういったところから、基本的

には感染症の対応は南多摩保健所が実施されるが、南多摩保健所との連携

のもとで、こちら側も例えば先ほどお話しした自宅療養者の支援について

はプッシュ型で支援をさせていただいたり、あとは保健所との連携もさら

に密にさせていただいたりして今後実施していきたいと思っている。 

 現在、第６波に向けて南多摩保健所、医師会、多摩市で会議を実施して

おり、来週もまた第６波に向けて実施を予定している。そういったところ

で、少しでも市民の皆様の命を守るために感染症に対応する対応策を今後

検討していきたいと思っている。 

小林委員    情報がきちんと得られないと必要な対策がなかなか打てないというとこ

ろが一番の問題だと思うので、そこはぜひ引き続き東京都と協議をして、

多摩市が構築したこの５者協議の仕組みも非常によかったと思うので、ぜ

ひ今後とも充実させていってもらいたいと思う。 

 もう一つは、先日私、日本共産党の都議会議員と一緒に南多摩保健所を

訪問していろいろ懇談させてもらったが、感染症対応の職員の方が驚くほ

ど少ない。だから、保健所においても保健師等の感染症対応の職員の増員

が求められているのではないかと思うので、それはぜひ東京都に市からも
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要請していただきたいと思う。 

 もう１点、母子健康手帳についてであるが、（親子健康手帳）としたこ

とは一歩前進だと思うが、それでも今の多様な家族形態からすると親子で

もないというケースも結構あるのではないかと思うが、そうなると名称に

ついてはもう一つ工夫が必要かと思う。それから、少し伺いたいが、乳児

院等で育てられているお子さんもおられると思うが、そういう場合この母

子健康手帳の仕組みはどのように活用されているのか。 

金森健康推進課長 乳児院等に一時的に保護されているお子様の母子健康手帳の活用の仕

方であるが、その際には母子健康手帳を一旦そこの施設等がお預かりにな

って、必要な予防接種や健診を中心に実施をしていくことになると把握し

ている。 

小林委員    保護者の方がおられないとなると、乳児院では母子健康手帳は使わない

で対応しているということか。 

金森健康推進課長 母子健康手帳は妊娠から出産に至るときに親御さんがお持ちになって

いて、そこから保護された場合、その母子健康手帳については預けられた

施設に一旦預ける形になるので、その母子健康手帳は施設が利用して使っ

ていくような形になる。またご自宅に戻るときは親御さんにお戻しするよ

うな形になる。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 では２番、健康センター駐車場の賃貸借事業者選定について、市側の説

明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 続いて、健康センター駐車場の賃貸借事業者選定についてで

ある。今回健康センター駐車場については、令和元年の１０月より駐車場

部分の土地を賃貸借契約にて有料で貸し付けているところであるが、そち

らについて令和３年３月に契約事業者より業務の撤退についてのご相談が

あったところである。その辺りの経緯を含めて、今後の対応について担当

の金森健康推進課長からご説明をさせていただく。 

金森健康推進課長 では、健康センター駐車場の賃貸借事業者選定についてご報告をさせ
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ていただきたいと思う。健康センターの駐車場については、令和元年１０月

から駐車場の部分を賃貸借契約という形で有料で貸し付けることで有料化

実施をしてきた。ただ、現在の契約業者から、こちらに書いてある駐車場

の業務から撤退のご相談があった。営業的にはコロナウイルスの関係もあ

り思ったよりも伸びなかったところがあるようであるが、そこでいろいろ

と協議を重ね、改めて入札による業者選定にしたいので思うので報告させ

ていただく。 

 １番には現在の駐車場の賃貸借契約の概要を書かせていただいている。

入札は令和元年７月３１日に８者参加され、首都高速道路サービス株式会

社と契約を取らせていただいた。契約期間は令和元年９月２２日から令和

６年９月３０日までの５年間という形で契約を結んでいた。契約形態は地

方自治法第２３８条の４第２項第４号に基づく行政財産の貸し付けという

形で賃貸借契約を結ばせていただき、令和元年１０月１日より有料時間貸

し駐車場として運営を開始している。 

 今後は、来年度令和４年４月１日から新たな賃貸借契約を結ぶことで予

定している。契約期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの

５年間、契約形態は同じく賃貸借契約、行政財産貸し付けの方式である。

駐車料金についてはほぼ同額とする見込みであるが、ただ、現在近隣の駐

車場も下がっていることから若干の見直しをし、今平日の最大料金を健康

センターの利用者の方が利用できなくなるのは避けなければいけないとい

う理由から高めに設定していたが、ここは少し引き下げる予定としている。

あと、今は現金でしかお支払いできないが、キャッシュレスの決済ができ

るような契約を考えている。 

 今後のスケジュールとしては、この１２月１３日に健康福祉常任委員会

の本協議会に報告させていただいた後、入札要綱告示を１２月中旬以降に

させていただき、令和４年１月中旬に入札・開札、３月末日に運営終了で

４月１日から新事業者の運営開始を予定している。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

しのづか委員  減免規定はどう考えているのか。 

金森健康推進課長 現在も減免の規定を設けている。健康センター、健康推進課の事業、
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３階はコミュニティセンター、１階、２階、４階は障がい者の方が利用し

ているので、現在の運用と同様で一応予定している。現在の運用も、３時

間減免の対象者を、障がいをお持ちの方、乳幼児をお連れの方、妊婦の方

とし、その他市がやむを得ないと判断する場合も一応入れている。無料措

置は、医師等が健診等で来られたときには無料という形にさせていただい

ている。あと催物で、ここ２年ほどはコロナでできていないが、桜まつり

やつむぎ館まつりの際にそこの駐車場を使っていろいろ催しをするが、そ

ういったときには開放することを条件にさせていただいている。 

小林委員    有料駐車場について、健康センターに併設されている関・一つむぎ館の

利用者から幾つか要望を伺ったので、そのうち２つだけご紹介したいと思

うが、一つは、有料化に移行する目的の一つとしては関・一つむぎ館の利

用者にも駐車場が利用できるという利点、便宜を図るということがあった

と思うが、最近土曜日、日曜日はいっぱいで止められないということがあ

る。 

 これは関・一つむぎ館の利用者でいっぱいということではなく、ここは

普通の有料駐車場でもあるので、別の目的で止めている方がかなりおられ

て、長時間止めるとリーズナブルになるという料金設定もあってそうなっ

ているようであるが、やはり土日は関・一つむぎ館の利用者の方が一番多

くて一番使いたいときなのであるが、一番使いたい方が使えないという実

態があるので、これは何らかの改善策というか対応が必要なのではないか

ということが一つある。 

 もう一つ、あそこは普通の有料駐車場と同じように、駐車場が空いてい

れば空、いっぱいなら満と出る。ところが、あの中に身障者用のスペース

があり、そこが空いていても空と出る。だから、一旦入って探してみたら

身障者用しかなくて止められなくて出てくると、何も使っていないのに料

金を払わなくてはいけないことがあるのだそうである。そういうことは少

し矛盾していると思うので、何らかの解決策が必要ではないか。次の事業

者を選定する際には、それも含めて対応を図ることが必要ではないかと思

うので、その点について伺う。 

金森健康推進課長 まず１点目であるが、土日利用が多いというところになるが、土日は
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近隣駐車場に比べて現在安く設定されている。そういったところもあって

利用が多いと思っている。そもそも健康センターの駐車場は、本来健康セ

ンター、健康推進課の事業において利用ができる駐車場であるという立て

つけだったものを、ここで有料化して３階・４階の方にも使っていただけ

る、また市民の方にもご利用いただけるような民間の駐車場という形態に

させていただいたところがある。したがって、平日どうしてもいろいろな

事業があるので、その分駐車料金を周辺よりは若干高めに設定して、その

事業等に来られる方が利用できないようなことがないように料金設定して

いる。 

 ただ、業者のほうにもある程度メリットがない分にはなかなか受けてい

ただけないので、土日に関してはお任せして料金を設定いただいている。

あくまでも民間の貸し駐車場という枠になるので、優先的に使っていただ

くのはなかなか難しいかと思っている。また、コミュニティセンターの運

営協議会、４階の「なちゅーる」などと協議をしながら今後の運営を考え

ていきたいと思っている。 

 ２点目、空車・満車の表示であるが、あくまでも数で表示しているので、

身障者用が空いていても空車という形にはなる。そういった場合にはそこ

に止めてご利用いただいてよいと考えている。すぐに出た際に金がかかる

ことについては、今後新しい事業者になったときに検討していきたいと思

う。あと身障者用をどうしても空けておかないといけないのかについては、

もう一度確認させていただきたいと思う。空車・満車については、台数調

整を今後検討していきたいと思う。 

小林委員    ぜひ運営協議会の方とも話をしていただいて、肝心の関・一つむぎ館の

利用者が土日使えないのは問題だと思うので、そういうことが可能になる

ようにぜひしてほしいと思う。それから、公共施設だから、身障者用の駐

車スペースは身障者が使えるようにしておかないとまずいかと思う。 

あらたに委員  今回もともと５年契約だったところが５年を待たずして撤退されてしま

うわけであるが、この事業者に対する違約金等は発生しないのかが１点と、

また新たに５年間で契約するが、例えば市がエリアごと一括でまとめて駐

車場管理をお願いするような形に方向転換したとして、５年以内にそれが
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あり、市側からの申し出で途中で契約を打ち切った場合に違約金等発生す

るような契約になるのか教えてほしい。 

金森健康推進課長 現在の契約の中でも、そういった料金の変更や運用については協議の

もと検討することにしており、違約金は発生しない形の契約となっている。

新たに契約を結ぶものについても、協議の上検討していくという同様の文

言を現在のところは考えているので、違約金発生について特に細かく示す

契約形態にする予定はない。 

あらたに委員  ということは、今後駐車場の一括管理のような話を市が進めていく理由

の中で、現在の契約が５年だからこの間はできないという返事はないとい

うことでよいのか。 

金森健康推進課長 契約については、もう一度確認をさせていただきたいと思う。協議の

上いろいろと検討するということしか現在お答えできないかと思うので、

５年間全く動かせないものなのかどうかについては、後ほどお答えする形

でもよろしいか。 

あらたに委員  たしか多摩東公園の駐車場の有料化のときに議会として、単体で利益が

取れるところだけ先にやってしまうと、後で小さいところが残って、そこ

は民間が手を挙げづらくなるので、エリアごとに一括で契約するような形

を要望していたが、所管ごとにばらばらにボンと契約してしまって、何年

契約であるとやって、その間はできないと言うと、こういう話が進んでい

かなくなってしまうと思う。 

 したがって、実際には５年間という契約であるが、途中でそういうこと

があり得ることを念頭に入れて契約を結んでいただかないと、この先いろ

いろなことが全部つまずいてしまうと思う。そこら辺をどう考えているの

かだけ伺う。 

伊藤保健医療政策担当部長 今お話しいただいた点については、改めて今回賃貸借事業者

を選定するに当たって、庁内でも十分その辺りのところを協議して考えて

いきたいと思っている。 

しらた委員  この契約の件であるが、今あらたに委員が言われたことと重なると思うが、

要するに５年でもうからないからやめたと、次ほかの人が公募してまたや

めたと、そういうのがどんどんどんどん続いていってしまったらどうなの
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かというのが１点と、今回あそこのゲートをたしか工事して直したと思う

が、その時の工事費は全部どこが払っているのか。多摩市でやっているの

か、向こうの業者がやっているのか、その辺はどのようになっているのか

お聞きする。 

金森健康推進課長 駐車場の有料化については、この有料化を行財政刷新計画で進めたと

きに、その当時は駐車場の有料化も、画一的に有料化するのではなく、各

施設の種別と立地、管理上の課題など十分に検討した上で進めていくとい

うのが方向性としてあった。そういったところで、多摩市健康センターに

ついては賃貸借契約で実施をするという、ほかの駐車場とはまた違う形を

取らせていただいている。契約上、そのときにある程度業者がご自身のと

ころでの見積りを上げていただいて実施しているが、こればかりは貸し付

けという形になるので、できればこちらとしては５年間しっかりと契約し

ていただきたいということでお話はさせていただくが、今回どうしてもと

いうことがお話の中で業者から出てきたので、そういったときには業者と

協議をさせていただきながら対応していくようになるかと思っている。 

 あとゲートの工事については、貸し付けの中で実施をしていただくこと

になっているので市の負担は全くない。逆に市でそういった委託をすると、

市で全部そろえなければいけないが、ゲートや駐車場のライン引きといっ

たところは全て貸し付け契約の中で実施していただいている。 

しらた委員   そうすると、今度また業者が替わると、そのゲートのシステムの違い等

も出てくる。その新しい業者が今ついているものに合わせてやるような感

じではなく、新たにまた工事をするのか。あと役所の車が止まっている場

所は金を払っているのか払っていないのか知らないが、そこら辺の契約は

今後どうなるのか。あと役所の車を置いていく場合、短い時間であればよ

いと思うが、何かイベントをやったり、混んでもずっと置いておくとなる

と、ああいうところに二階建ての駐車場をつくる等、何か有効に使う方法

を考えていたりはするのか。 

金森健康推進課長 先ほどのゲートのお話であるが、今回もし業者が変わって新たになっ

たら、そこの実施形態に合わせてゲートの設置もしていただくような形に

なる。あと公用車については、今の形態だと無料パスをいただいて、その
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まま止めさせていただいている。そこについては特に駐車料金を払うので

はなく、それも契約の中で現在５台分の公用車を止めさせていただくこと

にしているので、その辺りはできるだけ業務もスリム化し、事業者に貸し

付けをさせていただいた後は、事業者が実施しやすい方向で組ませていた

だいている。 

 先ほど最後にお話のあった二階建てにする云々に関しては、健康センタ

ー本体にも関わることであるので、そこについてはいきなり二階建てとい

うお話を了承するわけではなく、現在は３０台になるが、そこを貸し付け

るような形での契約を結ばせていただくことになる。 

しらた委員   全体を貸すということは、多摩市に家賃が少し入るということである。

その家賃は今まで幾らもらっているのかをお話しできるのか。今度その家

賃がある程度低かったり高かったり、その契約のときにいろいろ変わるの

か。 

金森健康推進課長 今お話があったように賃貸借であるので、全くその土地を全てお貸し

している。そこに支払いが発生して、こちらに入金されるという形になっ

ている。そのときについては、月額６８万４,０００円という金額で落札さ

れた。それが歳入として入ってきている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 では、３番、新型コロナウイルスワクチンの追加接種について、市側の

説明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 続いて新型コロナウイルスワクチンの追加接種について、具

体的には３回目となるが、担当課長の森合から説明をさせていただく。 

森合特命事項担当課長 それでは、配付させていただいている資料に基づいて説明をさせ

ていただければと思う。日にちに誤りがあり、直近で新しいデータをアッ

プさせていただいているのでご了承いただければと思う。 

 それでは、追加接種についてという中で、具体的には２ページ目のとこ

ろから説明をさせていただければと思う。まず追加接種の開始日であるが、

これは２回接種後６か月８か月といろいろ議論させていただいている中で、
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最終的に現時点で国のルール的には８か月に落ち着いているところである。 

 ただ、昨今のいろいろな発言等々含めて前倒しという状況も少し出てき

ているので、最終的には国が示す前倒しのそういった基準を確認しないと

いけないが、出たら速やかにできるように今のところ調整をさせていただ

いている。接種券の発送日については、追加接種の対象になる大体３週間

から２週間程度前に発送させていただきたいということで、２月なのか１

月下旬なのかというところはあるが、接種券の発送日については年明けの

１月上旬を予定させていただきながら印刷業者と今現在調整を進めている

ところである。使用ワクチンの供給量については、別途参照ということで

３ページの下段の表にワクチンの供給量についての資料をまとめさせてい

ただいているので、そちらを参照していただきながらとなる。 

 ワクチンについては、２月・３月の追加接種分として、国から東京都経

由で多摩市についてはＰＦ３ｒｄ、これはファイザー、それからＴＭ（武

田／モデルナ）３ｒｄということで追加接種用のワクチンがそれぞれ具体

的に供給量が決定されているところである。ファイザーの追加接種用につ

いては、２月分として１万８,７２０回分、３月分としては１万１,７００

回分、今までの接種の余剰分が約４,５００回分、合わせて都合３万４２

０回分を追加接種用として市としては保管しているところである。新たに

武田／モデルナの追加接種用に２月・３月分として一括で入ってくる予定

であるので、２万５,３５０回となっている。 

 この３万回分と約２万５,０００回分合わせて５万５,０００回分を２

月・３月の追加接種の対象者に使用していくという中で、対象者としては、

今回予約の方法を工夫させていただくということで７０歳以上と６９歳以

下に分けさせていただいているが、それぞれ７０歳以上の方については約

３万人、６９歳以下の方については１万５,５００人、合わせて４万５,０

００人いるので、ワクチンとしては十分に充足するような量が入ってくる

ことになっている。 

 ここでまた２ページに戻っていただいて、使用ワクチンについては、追

加接種用として多摩市のほうに入ってくるモデルナ、ファイザーのそれぞ

れの配分がほぼ１対１となっているので、このモデルナとファイザーを平
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等に各年代に配分していこうかと考えている。自治体によっては運用がか

なり分かれていて、ある自治体によっては高齢者にファイザーを全部使用

させていただく、あるいは真逆になってしまうが、ある自治体においては

モデルナを高齢者のほうに使っていくということで、いろいろ様々自治体

によって考え方が違ってくるところがあるが、多摩市については、平等に

入ってくる比率で各年代に割り振っていこうかと考えている。 

 それから、コールセンターの拡充ということで、今かなり問い合せも少

なくなってきている中で、当初の２０回線から５回線に今現在減らさせて

いただいている。それでもかなり問い合わせ等が減っているような状況で

ある。追加接種用に向けて、一応年明けの１月１２日水曜日から、現在の

５回線から１８回線にふやしていこうかと考えている。 

 それから、新たな取り組みとしてサポートデスクを今後設置していきた

いと考えている。サポートデスクについては、この後またご説明をさせて

いただくが、１月１３日から本庁舎のロビー、正面玄関入ってきて右側の

テレビやソファーがあるあたり、あの辺に２人体制で来庁された方のご案

内あるいは予約等を直接サポートできるようなサポートデスクを設置しよ

うということで今準備を進めさせていただいている。それから、Ｗｅｂの

予約システムについて３回目の予約管理という改修があるので、そのリリ

ースが年明けの１月１１日火曜日となってきている。 

 それから、個別接種についてもできる限り早期に開始できるようにとい

うことで、医師会と今後いろいろ要調整になるが、なるべく集団接種と同

じようなタイミングで個別接種も始められるように調整を今現在行ってい

るところである。 

 それから、高齢者施設の入所者への追加接種である。初回接種について

は、早い施設で今年の５月中・下旬に完了していることから、各施設の嘱

託医との調整もあるが、そういった中でワクチンを提供させていただいて、

年明けの１月中・下旬から追加接種ができるように今各施設と調整を行っ

ているところである。その際にもワクチンの供給比率については、モデル

ナ、ファイザーを当分１対１で配分させていただければと考えている。 

 あと、この方たちには事前予約の必要がないので、接種券を送る際には
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入所者については予約を取らないような形でデータと突合しながらといっ

た対応をさせていただければと思っている。 

 追加接種の体制について、４ページ目、初回接種の反省も含めながらい

ろいろ工夫をしていかないといけないという中で、大きく４点ほど報告を

させていただければと思う。まず接種券の発送方法で、これまで議会でも

報告させていただいたとおり、基本的には一斉送付ではなく、２週間ごと

に追加接種の対象者を抽出させていただきながら順次送付することでコー

ルセンター等への問い合せの負荷の軽減を図っていきたいと考えている。 

 予約方法についても、７０歳以上の方については、事前に接種日時及び

接種会場を指定させていただいて、予約ができないといった不安の解消を

図っていきたいと考えている。６９歳以下の方については、これまで同様

にウェブ、コールセンター、ＡＩといったものを活用していただきながら

事前に予約をしていただくことになっている。 

 サポートデスクの設置である。市役所のロビーで、体制としては２人、

時間については９時から１７時で、土日祝日は除く。ただ開庁日があるの

で、市民課の開庁日と合わせてできるだけ設置できるよう今事業者と調整

している。対応内容ついては、来庁者対応、実際の予約のサポート。基本

的にはコールセンターと同じように、電話なのか対面なのかという違いは

あるが、一応内容としては同じような対応をさせていただければと思って

いる。設置期間は１月中旬から３月を予定させていただいている。 

 ワクチン接種者の移動支援である。集団接種会場に来られた方を対象に、

接種後１人に対し１枚のタクシーチケットを希望者の方に配布。タクシー

チケット補助額については１枚１,０００円となっている。有効期限につ

いては接種日のみ。当日の日付をタクシーチケットに入れさせていただく

ので、接種日当日のみの使用という制限がかかってくる。使用可能な交通

事業者は、主に市内に流入していただいている交通事業者が６社あるが、

一応全社、個人の事業者も含めて６社を対象ということで予定させていた

だいている。 

 集団接種会場である。市内３か所で、聖蹟桜ヶ丘接種会場については、

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターさくらゲートである。健康センター、
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川崎街道を挟んで真向かいのさくらゲートの３階を予定させていただいて

いる。１日の接種キャパシティーとしては４２０人程度を想定させていた

だいている。実施時間については、高齢者ということもあり当初午前・午

後でやっていたので、基本的には同じような形で午前・午後、１日７時間

程度を想定させていただいている。実施頻度としては、週５日間程度を想

定している。 

 永山接種会場については、ＪＴＢフォレスタ４階のホールがあるので、

そこを活用させていただく。１日の接種キャパシティーについては３５０

人。接種時間、実施頻度については、聖蹟桜ヶ丘接種会場と同じような頻

度、時間を想定させていただいている。 

 多摩センター接種会場については、多摩センターペペリビルの５階のワ

ンフロアを借りて、そこを接種会場として考えている。１日の接種キャパ

シティーは８４０人を想定させていただいている。接種時間、実施頻度に

ついては、多摩センターについては１週間に３日程度である。当初、多摩

センターのリンクフォレストについては土日祝日というところもあったの

で、多摩センターについては当初１週間に３日間程度を想定させていただ

いて現在準備しているところである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    ２回目まではほとんどの方がファイザーだったと思うが、３回目はファ

イザーの方もいればモデルナの方もいるということになるが、これはファ

イザーとモデルナと違うことになっても効果は変わらないという科学的な

根拠は何かあるのか。それから、聖蹟桜ヶ丘駅の接種会場がさくらゲート

になっているわけであるが、おそらく駐車スペースもないと思うが、そこ

にしたのはどういう理由なのか。 

森合特命事項担当課長 まず追加接種に使用するワクチンについて今回厚生労働省から示

されているのは、あくまでもメッセンジャーＲＮＡワクチンを追加接種と

して１回接種するという中で、使うものとしてはファイザーあるいはモデ

ルナとなるが、その効果についてもいろいろ厚生労働省のホームページ等

では出ているので、そういったところでご案内をさせていただく、あるい

は国も積極的にそういったいわゆる交差接種と言われるものに特段効果が
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あることも含めてしっかりＰＲしていただきたいと思っているが、市とし

て何か積極的にということについては検討というところになっている。 

 それから、さくらゲートの選定理由については、聖蹟桜ヶ丘接種会場に

ついては初回に関戸公民館を使わせていただいていたが、今改修工事中で

引き続き関戸公民館というのは難しい中で、民間施設をいろいろ探してい

たが、ある一定程度の広さを確保できる施設がなかなかなかったので、今

回京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターの協力をいただきながら、あそこ

のさくらゲートになったところである。それから、駐車スペースについて

は、一応さくらゲート１階に有料とはなるが駐車スペースも一定程度ある

ので、仮に車等々で送迎をされる方については、そういったところを使っ

ていただくことになる。 

 ただ、今回の追加接種についてはそういったところもあるので、公共交

通機関で来ていただいてお帰りの際に移動の負担がないようにタクシーチ

ケットの配布を予定させていただいているところである。 

あらたに委員  ２点あるが、まず１点は、６９歳以下の人たちは従来どおり予約をしな

ければいけないのだが、接種券が届くのが大体２週間に１回ずつという認

識でよいのか、予約枠の開放については同じように２週間単位でやってい

るのか、開放は１か月先までやっているのか、予約枠の開放についてどの

ように考えているのかをまず教えてほしい。 

森合特命事項担当課長 ６９歳以下の方については、接種券を先ほど説明させていただい

たとおり２週間ごとに郵送させていただくが、基本的には接種券が届き次

第ウェブ予約あるいはＡＩ、あるいはコールセンターでというところを考

えている。その予約あるいは変更等々含めていつまでの期間というか、ど

のくらい先までできるのかについては、今検討をさせていただいていると

ころである。ただ、ある程度ワクチンの供給量もあるので、そういったと

ころも見ながら、どのぐらい先まで予約ができるかどうかについては今検

討しているところである。 

あらたに委員  前回実は田村先生のところが多摩センターで、個別接種という形なのだ

が集団接種に近いぐらい枠を広げてずっとやっていただいた。今回ほぼ同

じような場所に集団接種会場を設置するわけであるが、そうなると、前回
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のようないわゆる個別接種枠では、田村先生のところのような大きな枠は

なくなるという考え方になるのか。 

森合特命事項担当課長 個別接種については、特に個別の医療クリニックと個々にやって

いるのではなく、あくまでも医師会を通して調整させていただいているの

で、それぞれ会員の医療施設の規模、スタッフの数によっても違いはある

と思う。そういった個別接種に手を挙げていただく会員の状況に応じてま

た規模が変わってくるかと思っている。 

あらたに委員  場合によっては、前回同様田村先生が手を挙げていただいたら、変な話、

隣のビルでやっているような形が起こり得るということか。 

森合特命事項担当課長 可能性としては十分あるかと考えている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ４番、新型コロナウイルスワクチン接種証明書のデジタル化について、

市側の説明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 続いて、新型コロナウイルスワクチン接種証明書のデジタル

化について、森合特命事項担当課長からご説明をさせていただく。 

森合特命事項担当課長 それでは、新型コロナウイルスワクチン接種証明書のデジタル化

についてご説明させていただければと思う。資料に基づいて説明をさせて

いただく。 

 ２ページ目からである。接種証明書の概要、今回電子版という形になる

ので、これはあくまで日本政府・国が公式的に提供する新型コロナワクチ

ン接種証明書を取得できるアプリとなっている。できることの中で日本国

内用と海外用の新型コロナワクチン接種証明書を取得することがこのアプ

リ上でできることになる。取得した接種証明書は、アプリを起動すればい

つでも表示できるようになる。ほかのスマートフォンで読み取ると、接種

した内容、日時、場所、どういったワクチンなのかという内容が確認でき

るような二次元コードもついてくるというところになる。 

 開発の状況である。９月に事業者、自治体の方等々への意見公募を行い

ながら、１０月にご意見を踏まえて検討結果を公表しているところである。
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政府・国としてというところである。いつリリースするのかというところ

であるが、１２月中旬頃のリリースを目指して開発を進めているところで

ある。ただ、ここで報道等含めて、１２月の２０日、このワクチン接種証

明のアプリのリリースが発表されているので、１２月２０日にこういった

ものが使えるようになるかと考えている。アプリの正式名称、アイコンデ

ザインなどは現在検討中だということである。 

 デジタル化に伴う接種証明書に係る制度改正の概要で、現行とどう変わ

っていくのかであるが、これは左側が現行制度で、現在は健康センターで

海外渡航用の紙の証明書を発行させていただいているところである。申請

方法については、３パターンある中で、１つ目は、直接窓口に来られる、

あるいは郵送等々で申請していただく。３つ目は電子申請、ぴったりサー

ビスとここに書いているが、これはマイナポータルを使った申請方式にな

っていて、多摩市は対応していない。 

 こういったものがデジタル化によってどう変わっていくのかであるが、

まず発行対象で、現行の海外渡航用に加えて日本国内用、日本国内でも使

えるような証明書になっていくと。それから申請方法については、今まで

の窓口、郵送に加えて電子申請、先ほど説明したアプリ上から申請するこ

とができるように変わっていく。現行は窓口で紙の海外渡航用の接種証明

書を発行しているが、今後については、現在と同じ紙の証明書に新しい二

次元コードが入っているものと、あとはスマホ上、電子上で確認できるも

のに変わっていく。この電子上のものについては、基本的には自分のほう

でスマホのほう、アプリのほうから申請することができるようなイメージ

である。 

 続いて４ページで、左側が多分ｉＰｈｏｎｅ、右がアンドロイドという

ことで、ここに、接種証明書のアプリをダウンロードしていただいてそこ

から自動交付の申請をしていただくことになる。 

 自動交付あるいは電子証明を申請するに当たって必要なものとしてマイ

ナンバーカード、それからマイナンバーカードを作成した際にご自身で設

定した４けたの暗証番号、それから海外で使う方については、パスポート、

旅券番号、そういったものが必要になってくるというところになっている。 
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 これが電子上の画面でのイメージとなっている。５ページである。左側

がトップ画面、アプリをタップして内容が出てきて、青が国内用、赤が多

分海外用になっている。真ん中が国内用について接種内容が表示されるよ

うなイメージ。海外用については、二次元コードを読み取ることによって

接種した内容が表示されるようなつくりになっている。 

 ６ページ目、アプリで接種証明を自動交付ということで、基本的にアプ

リ上自動で電子証明を申請していただくところについては、基本的には各

自スマホ上からしていただくと、市町村を通さずに各自でしていただくよ

うな形になっている。ただ、条件としては、マイナンバーカードが必要で

ある。ただ自動交付ができない人という方については、現在海外渡航用と

同様に郵送窓口で請求・交付を行っているので、そういったところと同じ

ような形で申請交付をしていくような形になり、自動交付できない人の主

な例というところで、マイナンバーカードを持っていない方、あるいはス

マホを持たない方、旧姓、別姓、別名の併記がある方。あとはＤＶ被害者

等々の方、要配慮者となっている。 

 それから接種記録がＶＲＳに未登録の方というところで、基本的にはこ

のアプリについてはＶＲＳと連動してというところになるので、そもそも

ＶＲＳに接種記録が入ってない方については使えないようになっている。

７ページ、これが紙の場合のイメージで、左側が国内用、右側の赤が海外

用ということで、海外用については二次元コード２種類で、海外用の規格

に合った二次元コードも表示されてくるようなところである。 

 今後のスケジュールについては、先ほどご説明させていただいたとおり

正式には１２月２０日と報道発表されているので、１２月の２０日からダ

ウンロードしてマイナンバーをお持ちの方については自動交付の申請がで

きるようになってくる。 

 ９ページ目については、市としての対応であるが、現在の海外渡航用の

ワクチン接種証明書については健康センターで対応させていただいている

ので、今回の国内用についても、どうしても紙が必要だということであれ

ば、健康センターに基本的に郵送申請をしていただきたいと思っている。

ただ、海外渡航用について、急いでというところもあるので、そういった
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方については直接窓口での即時発行にも対応していければと考えているが、

基本的に国内用の場合については、まず原則的に郵送で申請をしていただ

きたいと考えている。問い合せ窓口については、接種証明書関連を全部健

康センターでというのもなかなか負担の大きいところであるので、基本的

にはワクチン接種のコールセンターに一元化していきたいと考えている。

電子証明の関係でマイナンバー、暗証番号等々を忘れてしまったり、マイ

ナンバーそのものの問い合せについては、基本的には永山のマイナンバー

カードセンターをご案内するような形を考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

しのづか委員  これ個別のケースで実際あったことで、森合課長にはそのとき非常にお

世話になったが、海外にもう既におられる人で、日本に帰ってきたいとい

うときに、ワクチンとパスポートがなくて、こちらで家族の方に申請して

いただいて送っていただいたが、今後このアプリができた場合には、マイ

ナンバーカードさえ持っていれば、このアプリ上で、海外からアプリにア

クセスして電子申請というのは可能なのか。 

森合特命事項担当課長 あくまでも、そういったところも含めて電子アプリということに

なってくるかと思うので、確実にできるかどうか再度ご確認させていただ

いて、後ほど報告させていただければと思う。 

小林委員    この接種証明書と言った場合に、２回目のワクチン接種が終わったとき

に接種済み証（臨時）と書いたものを皆さんもらっていると思うが、それ

と本人かどうか確認できる例えば免許証といったものがあれば、その証明

書がもらえるようにはなっていないのか。 

森合特命事項担当課長 あくまでもワクチン接種証明書を発行する際にはＶＲＳで連携す

る必要があるので、そういった環境があるところではないと発行ができな

いというのが１点。それから、今回新しい様式になるが、必ずしもこのワ

クチン証明書を申請していただく必要はないかと思っている。今でも接種

後に発行する接種済み証が基本的には同じ効果を持ち、そういったもので

代用は十分できると思っているので、必ずしも発行するものではないと思

っている。 

小林委員    先日そういうものが必要な催しがあり、その接種済み証（臨時）という
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のは持っていて、それでＯＫだったわけであるが、ちなみにその「（臨時）」

と書いてあるのは、どういう意味で臨時なのか。 

森合特命事項担当課長 臨時というのは、接種済み証の臨時ということではなく、今回臨

時の予防接種という形になるので、多分そういった意味合いで記載されて

いる内容かと思う。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 この際協議会を暫時休憩する。 

                  午後 ０時０１分 休憩 

                ──────────────― 

                  午後 １時００分 再開 

きりき委員長  休憩前に引き続き協議会を再開する。 

 初めに、２番の健康センター駐車場の賃貸借事業者選定についてのとこ

ろで、あらたに委員の質問に対しての答弁がある。 

小栁行政管理課長 ご質問の内容とすると、例えば稲城市のように全部の公園を一括で業

務委託という形で運営を委託するような場合に、今回の健康センターの駐

車場の５年間という契約に影響があるのかどうかというご質問かと思う。 

 稲城市の場合、業務委託で駐車場の運営をお願いしていることになるが、

本市で今回やる健康センターの駐車場については、行政財産の貸し付けと

いう形で行う。 

 また、今既に有料化になっている多摩中央公園の駐車場などは指定管理

者からの委託という形になっていたり、ベルブ永山についても指定管理者

という形でやっているところである。そうした今まで既に有料化されてい

るところと、今後例えば一体的に公園駐車場などを有料化するとした場合

に、それも含めて一体でやる方法もあるかと思うし、それまでに有料化さ

れているものと切り離して、今無料でご利用いただいているところのみ委

託でやっていくというやり方もあるかと思う。 

 その契約の仕方次第かと思うが、今回健康センターについては行政財産

の貸し付けという形でやっており、機材を置いていただくと、その機材の
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一定の償還というところから５年間で契約をさせていただこうと思ってい

るので、こちらの５年間の途中で他の施設の駐車場の有料化をどのように

していくのかという議論の中で検討することがあるとは思っている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 では５番、多摩市版地域包括ケアネットワーク連絡会準備会の進捗状況

について、市側の説明を求める。 

小野澤健康福祉部長 多摩市版地域包括ケアネットワーク連絡会の準備会の進捗状況につ

いてである。改めてこのケアネットワーク連絡会の意義、あるいは国が今

進めている重層的支援体制整備事業との関係、また現在の準備会開催状況

等についてご説明をさせていただきたいと思っている。詳細については、

健幸まちづくり推進室長からご説明をさせていただく。 

原島健幸まちづくり推進室長 多摩市版地域包括ケアネットワーク連絡会の準備会の進捗

状況についてご報告する。 

 多摩市版地域包括ケアネットワーク連絡会であるが、図１をご覧いただ

いて、こちらにあるように多摩市版地域包括ケアシステムの相談支援体制

を強化して誰一人取り残さない支援体制を構築することを目的に設置する

ものであり、現在その設置に向けた準備を進めているところである。 

 また、国では生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制

並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ

重層的に整備する事業として、本年４月に重層的支援体制整備事業が創設

されている。 

 多摩市版地域包括ケアネットワーク連絡会は、図２にあるように、この

重層的支援体制整備事業の包括的な相談支援体制に当たる。多摩市におい

ては、令和５年度より重層的支援体制整備事業を実施するために、多摩市

版地域包括ケアネットワーク連絡会による相談支援体制の構築のほか、図

２にある参加支援、地域づくりに向けた支援についても、多摩市での実施

のあり方について併せて検討を進めているところである。 

 続いて２番、多摩市版地域包括ケアネットワーク連絡会の進捗状況と今
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後の予定についてご報告させていただく。こちらの多摩市版地域包括ケア

ネットワーク連絡会であるが、令和２年度、昨年度に、連絡会の設立に向

けて健幸まちづくり推進本部の専門部会として準備会を設置した。こちら

の準備会で連絡会全体の構成等について議論を進めている。連絡会の構成

案については、図の３をご参照願う。今年度はこの図３のうちの３階層に

なっている２番目のエリア別情報交換会、一番下の事例検討会について、

過去の相談事例等を匿名化したものを用いてモデル的に実施し、本格実施

に向けた検証を現在行っているところである。 

 ３番の今後の予定であるが、連絡会については、来年度、令和４年度よ

り準備会から連絡会に移行させていただいて本格実施していきたいと考え

ている。また、令和５年度より重層的支援体制整備事業を実施するため、

次期の地域福祉計画の一部として重層的支援体制整備事業実施計画を策定

する予定になっている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    様々な関係機関が集まってネットワークをつくるというのは非常によい

と思うが、そこで決まったことを推進していく核になる組織がないと、協

議はしていろいろなアイデアが出てもなかなか進まないのではないかと思

うが、それで、この中に高齢者に限らず子育て家庭、障がい者、ひきこも

り、生活困窮者等への対応も総合的に考えていくということがあるが、そ

うであればそれなりの人材も必要になってくるのではないかと思うが、そ

の辺りは今後どのように展開されていくのか。 

原島健幸まちづくり推進室長 いろいろ検討したものについての推進体制をどうしていく

のかという話と、人材育成について、２点ご質問いただいたかと思う。 

 図３をご覧いただいて、こちらの３層構造、ネットワーク連絡会の体制

案にあるように、一番下の事例検討会、２番目のエリア別情報交換会、一

番上が代表者会議となっている。それぞれ、事例検討会というのは、困難

で複合的で複雑な事例を、関係機関が集まってその方に対する、また世帯

に対する支援計画などを検討する会が事例検討会になる。エリア別情報交

換会というのは、市内複数のエリア分けをして、その中の相談支援機関の

専門職が集まって顔の見える関係をつくりつつ、地域資源の開発に向けた
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取り組みを進めたいと考えている。 

 そうした取り組みの中から、将来的に市の施策としてつくっていったほ

うがよいようなものが出てくる。そういったところをこの代表者会議、庁

内の課長級の会議を今のところ想定しているが、こちらの代表者会議の中

で、将来の施策化に向けた検討などを行っていきたいと考えている。その

ようなことで、実際に現場で動いていく中で課題として上がっていたもの

は、一番上の代表者会議の中で検討し、将来施策化に向けて検討を進めた

いと考えている。 

 ２点目の人材育成というところはまさにご指摘のとおりで、この仕組み

をつくって動かしていくためには現場で働く人材の育成が非常に重要な課

題だと考えているので、今庁内の関係機関で、その人材育成を含めてどの

ように進めていくかを検討しているところである。 

小林委員    一方で、地域包括支援センターがあり、よく永山モデルと言われて、こ

ちらも高齢者に限らず子育て家庭、障がい者、ひきこもり、生活困窮者等

に対応していくのだと言われているが、その地域包括支援センターが今後

果たしていく役割と、この地域包括ケアネットワーク連絡会とはどういう

関係になっていくのか。 

原島健幸まちづくり推進室長 各地域包括支援センターの役割と、今後このネットワーク

連絡会の中でどのような役割を担っていくかであるが、この多摩市版の地

域包括ケアネットワーク連絡会については、地域包括支援センターに限ら

ず子育て支援拠点とか児童館等様々な相談支援機関が地域にあるが、それ

ぞれの今担っていただいている役割を大きく変えようとは考えてない。そ

れらの機関の連携を強化していって、より支援能力を高めていこうという

思想のもとに進めるものであるので、地域包括支援センターの機能がどの

ように変わるかというと、大幅に変わることは現在想定していないが、ま

たその辺のそれぞれの現在の機能を将来的にどうしていくのか今検討を進

めているところであるので、ご意見を伺いながら進めていきたいと考えて

いる。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ６番、多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、

市側の説明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 それでは、続いて多摩市国民健康保険条例の一部を改正する

条例の制定について、担当の松下保険年金課長からご説明をさせていただ

く。 

松下保険年金課長 それでは、多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、概要を説明させていただく。 

 多摩市国民健康保険条例第８条の２に規定する結核医療給付金は、被保

険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３７条

の２第１項に規定する負担において医療に関する給付を受ける場合に、国

民健康保険より給付される結核医療給付金の支給対象者について、患者が

２０歳以上の被保険者である場合は当該被保険者の住民税が課されないも

のであることを要件とし、患者が２０歳未満の被保険者である場合は当該

被保険者の属する世帯の世帯主の住民税が課税されないものであることが

要件と規定されている。平成３０年６月１３日成年年齢を２０歳から１８

歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、

令和４年４月１日から施行されることから、多摩市国民健康保険条例の一

部を改正する条例を制定し、結核医療給付金の給付を受ける被保険者区分

の年齢を改正するものである。 

 改正の内容としては、結核医療給付金の給付を受ける者の被保険者区分

を「２０歳以上の被保険者 当該被保険者」から「１８歳以上の被保険者

 当該被保険者」に、それから「２０歳未満の被保険者 当該被保険者の

属する世帯の世帯主」から「１８歳未満の被保険者 当該被保険者の属す

る世帯の世帯主」に改正させていただくものである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 では７番、国民健康保険及び後期高齢者医療保険における新型コロナウ

イルス感染症の影響による傷病手当金の支給及び国民健康保険税・後期高
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齢者医療保険料の減免状況について、市側の説明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 続いて国民健康保険及び後期高齢者医療保険における新型コ

ロナウイルス感染症の影響による傷病手当金の支給及び国民健康保険税・

後期高齢者医療保険料の減免状況について、同じく担当の松下保険年金課

長からご説明をさせていただく。 

松下保険年金課長 それでは、国民健康保険及び後期高齢者医療保険における新型コロナ

ウイルス感染症の影響による傷病手当金の支給及び国民健康保険税・後期

高齢者医療保険料の減免状況についてご説明させていただく。 

 まず新型コロナウイルス感染症に関わる傷病手当金の支給であるが、こ

ちら国民健康保険で申請が１件、支給決定が１件ということで決定をさせ

ていただいている。 

 ２つ目の国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免状況であるが、

国民健康保険が令和２年度相当分、こちらは申請件数が１件、減免決定が

１件、令和３年度分については、申請件数が１１５件、決定件数が８８件、

不承認が８件、処理中が１９件となっている。１０月の健康福祉常任委員

会にご報告させていただいた数字より、申請件数については３１件の増、

決定件数については１９件の増、不承認については２件の増、処理中件数

については１０件の増となっている。 

 後期高齢者医療保険料であるが、令和３年度分の申請件数が１５件、決

定件数が１２件、処理中が３件という形になっている。前回ご報告からの

増の件数であるが、申請件数が６件の増、決定件数が５件の増、処理中が

１件の増という状況になっている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 では８番、国民健康保険税率等の見直しの検討状況について、市側の説

明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 引き続いてになるが、国民健康保険税率等の見直しの検討状

況について、担当の松下保険年金課長からご説明をさせていただく。 

松下保険年金課長 それでは、令和４年度の国民健康保険税率の見直しの状況についてご
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説明させていただく。資料については、先日東京都から示された令和４年

度の国保事業費納付金・標準保険料率仮算定結果である。 

 まず一番上の段である。こちら１人当たり納付金及び標準保険料率とな

っている。１人当たり納付金については、令和４年度仮算定が１８万１,

９７８円、令和３年度の本算定が１６万４,７４４円、差額が１万７,２３

４円、多摩市が対前年で１０.５％、東京都については令和４年度の仮算

定が１９万５,６１２円、対前年度で８.８％の増となっている。１人当た

り保険料については、令和４年度仮算定が１６万４,８２０円、東京都が

１７万２,１５５円、多摩市の１人当たり保険料は対前年で８.７％の増、

東京都では９.４％の増となっている。標準保険料率の所得割であるが、

１２.７６％、東京都が１２.５４％、多摩市が対前年で７.３％の増、東

京都が対前年で８.１％の増、標準保険料率の均等割については、令和４

年度が７万８,４６１円、東京都平均が７万７,０５２円、多摩市が対前年

で７.２％の増、東京都平均では７.８％の増となっている。 

 中段の国保事業費納付金及び激変緩和等であるが、激変緩和前の納付金

額が４６億５,８０４万円、東京都全体では４,４５１億１,５９３万５,０

００円、多摩市では対前年で５％の増、東京都では６％の増となっている。

激変緩和については、今年度７,６２８万８,０００円、対前年で４,８９

０万５,０００円の減となっている。多摩市では対前年で３９.１％の減、

東京都は１７.１％の減となっている。都の財政支援については、令和３

年度は財政支援がなかったが、４年度については３９２万３,０００円、

東京都全体では３億８,０００万円の財政支援を行っている。激変緩和後

の納付金額であるが、多摩市４５億７,７８２万９,０００円、東京都全体

では４,４２８億５,６３０万８,０００円、多摩市が対前年６.２％の増、

東京都全体では６％の増となっている。賦課すべき保険料必要額であるが

４２億１,１０２万８,０００円、東京都全体では３,９０５億７,５６０万

円、多摩市は対前年で６％の増、東京都では７.４％の増となっている。 

 ２ページについては、標準保険料率の詳細を記載させていただいている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    法定外繰り入れがないことを前提にした仮算定の結果であるが、仮に来
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年度保険料を引上げないことにした場合の法定外繰り入れはおよそ幾らぐ

らいになるのかと、この後報告があるのかもしれないが、国民健康保険運

営協議会への来年度の保険料についての諮問の内容はどうなるのかお答え

願う。 

松下保険年金課長 税率改定をしなかった際の法定外繰り入れの増であるが、４％引き上

げない場合は、約１億１,０００万円ほど法定外繰り入れに影響が出るよう

な状況である。それから、国民健康保険運営協議会への諮問であるが、先

月の２５日に、この標準保険料の仮算定結果を国民健康保険運営協議会に

報告させていただき、意見交換をしていただいたという状況である。今週

の１６日の木曜日に正式に諮問をさせていただくことになっており、

１２月、１月、２月で審議をいただいて答申をまとめていただく予定にな

っている。諮問の内容については、これまで多摩市が進めてきた取り組み、

これからの国の動きといったものを踏まえながら来年度の保険料率の見直

しについてどうするか意見を求めるような形になっていて、市側からこの

改定率でというような税率を示して審議していただくという形ではない。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ９番、後期高齢者医療保険料の改定について、市側の説明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 保険年金課最後の４点目となっているが、後期高齢者医療保

険料の改定について、担当の松下保険年金課長からご説明をさせていただ

く。 

松下保険年金課長 それでは、後期高齢者医療保険料の改定についてご説明をさせていた

だく。来年度、令和４年度・５年度が次の保険財政期間で、今年度見直し

を行っている。 

 まず令和２年度・３年度の保険料率であるが、保険料率の均等割額が４

万４,１００円、所得割率が８.７２％。令和２年度・３年度については２

１７億円の特別対策を行っている。その結果、１人当たり保険料額が１０

万１,０５３円、対前期比として１.９％の増であった。令和４年度・５年

度の算定案であるが、特別対策をしなかった場合、特別対策をした場合の
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２つが示されている。特別対策は今回２２４億円を想定しており、内訳と

しては葬祭事業として８６億円、審査支払い手数料として７１億円、保険

料未収金補填として６２億円、所得割独自軽減５億円である。特別対策を

しなかった場合、均等割額が４万９,４００円、所得割率が１０.４４％、

１人当たり保険料額が１１万１,７９３円、対前期比として１０.６％の増。

特別対策をした場合には、均等割額が４万６,８００円、所得割率が９.７

４％、１人当たり保険料額が１０万６,１３３円、対前期として３％とい

う形になっている。 

 この特別対策の費用であるが、多摩市の場合、令和２年度決算で９,９

３２万８,０００円、今年度の当初予算で１億２,８２０万２,０００円を

予算計上しており、令和４年度・５年度についてもほぼ同程度の負担が見

込まれているような形になっている。今回示された算定案から年明けに最

終案が示される予定になっている。最終案の増減の要因については、今後

２割負担の施行に伴う影響、決算剰余金などを精査して１月下旬の後期高

齢者医療広域連合の議会に上程され、審議される予定となっている。こち

らの最終案が可決された場合、後期高齢者医療広域連合の規約について３

月議会に上程をさせていただいて承認をいただくような形になっている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １０番、多摩市再犯防止推進計画の策定について、市側の説明を求める。 

小野澤健康福祉部長 多摩市再犯防止推進計画の策定についてである。サイドブックス上

は５点資料を上げさせていただいている。 

 こちらの関係については、平成２８年１２月に再犯の防止等の推進に関

する法律が施行され、これを受けて昨年度日野市、多摩市、稲城市の３市

でこれについての共通理念を策定し、それに基づき今年度各市で計画をつ

くってきている。多摩市においてもここで計画を策定したのでご報告をさ

せていただくものである。説明については、福祉総務課長よりご説明をさ

せていただく。 

松崎福祉総務課長 計画の原案についてはお手元の資料の資料１をご確認願う。 
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 今回この原案を策定するに当たり、９月２７日から１１月１日までパブ

リックコメントを実施させていただいた。パブリックコメントの情報集約

を資料３で作成させていただいている。まずそちらの説明をさせていただ

く。パブリックコメントについては、１０名の方から１５件のご意見をい

ただいたところである。こちらのパブリックコメントを素案から原案に向

けて反映させていただいた点をご説明する。パブリックコメント７番、８

番のご意見を、主に重点課題３、非行の防止・学校と連携した就学支援等、

保護者との関わりということでご意見をいただいているところである。こ

ちらについて、実際に保護者の方やお子さん自身のほか、学校や幼稚園、

保育園など、子どもに関わる機関の方からの相談も受け付けているという

文面を追記させていただいている。原案に関しては、１７ページの中段に

ある、具体的な施策、教育相談事業、教育センターの欄に追記をさせてい

ただいたところである。 

 もう１点、パブリックコメントを受けて、素案から原案に向けて変更し

た点がある。パブリックコメント、１２番、重点課題４、民間協力者の活

動の促進、広報・啓発活動の推進等というところである。こちらに関して

は、保護者の方の活動というところで実際に取り組みをされているところ、

中学生はもちろん、保護者や地域住民に対してさらなる取り組みをという

ような趣旨のご意見だったが、実際に既に中学生に向けた保護司の方の出

前授業等の取り組みがあったので、そちらを加筆させていただいていると

ころである。 

 加えて素案から原案に向けて修正した点については、市長の挨拶という

ところを確定させていただき、そして重点課題６、３市共通で行う取り組

みというところが素案ではまだ検討中だったので、こちらを正式に取り組

み内容として加筆させていただいたところである。 

 このような見直しを行って原案を作成させていただいた。今後こちらの

原案をお認めいただいた際には、改めて保護司会等関係機関に周知の上、

初回としては市職員の勉強会等実施して、さらなるこの計画の周知を進め

ていきたいと考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 
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小林委員    資料の中で、日野・多摩・稲城 ３市共通理念という資料があると思う

が、その中の再犯率の資料であるが、日野市が全国平均や警視庁あるいは

多摩中央警察署に比べて結構再犯率が低いというデータが出ているが、そ

の要因について何か分析をされているのか。それとも、このくらいの違い

はあるということなのか。 

松崎福祉総務課長 日野市の再犯率についてであるが、多摩市でそれについての分析等そ

こまで詳しい内容の把握はしていないところである。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １１番、『多摩市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金』他

進捗状況について、市側の説明を求める。 

小野澤健康福祉部長 多摩市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金他進捗状況

についてである。こちらについては、これまでもご報告をさせていただい

てきているところであるが、しごと・くらしサポートステーションでの相

談状況、住居確保給付金の申請数等々、現在の状況についてご報告をさせ

ていただくものである。詳細については、福祉総務課長よりご説明をさせ

ていただく。 

松崎福祉総務課長 それでは、多摩市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金他

進捗状況について報告させていただく。 

 まず項目１番、生活困窮者自立支援金の進捗状況である。まず１点新た

な動きとして、（３）の経過欄の一番最後の日付のほうに加筆をさせてい

ただいている。令和３年１１月１９日、申請期限を令和４年３月まで延長

し、かつ再支給を可能にすることについて閣議決定されたものとなってい

る。こちらについて、これまで８月末までだったものがまず１１月末まで

延長されている。その後、こちら来年の３月末まで延長ということで制度

の変更がなされているところである。また、制度の変更によって新たに申

請ができる方々に関しては、個別に通知等を送って周知を図っていくとこ

ろである。 

 あと、令和３年１１月２９日時点の予約等の件数であるが、現在１４１
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件の予約を受けており、申請受理件数としては９８件という状況になって

いる。引き続きこちらの制度を周知しながら進めていきたいと考えている。 

 続いて、次のページに移らさせていただく。２番目のしごと・くらしサ

ポートステーションの相談状況について、令和３年１０月末時点の報告と

なる。（１）の新規相談受け付け数、実人数であるが、令和３年度１０月

末日時点で２２４名の相談件数となっている。相談延べ件数も１０月まで

で、このような表の状況になっている。こちらは昨年の４月から１０月、

今年度の４月から１０月と比較する中で、数字の動きとして特徴的な点が

ある。生活困窮者の面接、生活困窮者の訪問というところの数字が伸びて

きているような状況である。こちらに関しては、コロナ禍の長期化により

生活に困り事を抱えている方が増えているというところも考えているが、

令和２年７月に相談員を１名ふやしたことで、相談件数をより多く受け入

れることができるようになっているというところでは、ほかの件数が減少

する中で、生活困窮者の方に関する面接や訪問件数をふやすことができる

と見ているところである。 

 続いて、参考として多摩市社会福祉協議会の相談状況について、緊急小

口資金・総合支援金特例給付の相談・申請者数も載せさせていただいてい

るところである。こちらも先ほど申し上げた令和３年１１月１９日の閣議

決定によって初回貸し付けの申請受け付け期間が令和４年の３月末まで延

長されているところである。こちらは小さくて読みづらいが、表の下の米

印の２つ目に記載を追記させていただいているところである。 

 最後のページになるが、個別の新規相談件数も継続して１０月までの件

数を載せさせていただいているが、今年度に入り４月から平均して６０～

７０件前後の相談を受けているようなところである。 

 それから（４）住居確保給付金の申請者数も、１０月まで載せさせてい

ただいているところである。４月以降平均１０件以下という数字が続いて

いるところであるが、引き続き必要な方がおられるというところで丁寧な

申請受け付けを進めていきたいと思う。併せて、米印欄に記載させていた

だいたが、こちらも令和３年１１月１９日の閣議決定を受けて住居確保給

付金の支給終了者に対する支給申請の３か月間の延長、職業訓練受講給付
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金との併給、求職用件についてハローワークに加えて地方公共団体が設け

る公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とするという要件緩和も

されているところである。こういった制度変更を周知しながら適切に支給

給付業務を前に進めていきたいと考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １２番、令和３年度上半期（４～９月）の生活保護の相談・申請状況等

について、市側の説明を求める。 

小野澤健康福祉部長 令和３年度上半期（４月～９月）の生活保護の相談・申請状況等に

ついてご報告をさせていただく。詳細については、生活福祉課長よりご説

明をさせていただく。 

松田生活福祉課長 生活保護の相談・申請状況等について毎回議会ごとにご報告をさせて

いただいているが、令和３年度の上半期の集計がまとまったのでご報告を

させていただく。左側が相談、右側が申請である。相談については延べ人

数、申請については実人数となっている。 

 まず相談についてである。令和２年の９月は９２件であるが、それ以降

一旦落ち着いたが、年末年始を境に急増している。令和２年度の合計は、

前年度と比較すると１.６倍の件数となっている。令和３年度も上半期時

点で４７１件である。昨年度の上半期の４９４件と比較するとやや減少し

たものの、高止まり傾向が続いている状況である。速報値で申し上げると、

１０月の相談が何と１０３件という状況であった。１１月が９５件で、高

止まり傾向というよりは増加に転じてしまっているような状況になってし

まっている。 

 隣の申請についてである。令和２年の７月の２１件以降高止まりの傾向

であったが、令和２年度の合計にすると対前年度比で約１.３倍という状

況であった。令和３年度は上半期で９９件である。令和２年度の上半期の

１０３件と比較するとほぼ同数という傾向である。これも速報値であるが、

申請の１０月の件数が２４件、１１月については３４件と、これも爆発的

に増加しているような状況である。 
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 続いて２ページである。保護世帯、人員、保護率である。棒グラフの白

いところが保護世帯数、オレンジが保護人員、黒い折れ線グラフが保護率

となっている。保護世帯で見ると、いずれも増加傾向にあるが、保護世帯

数は令和３年１月に多摩市としては初めて１,９００世帯を超えてしまっ

た。以後、高止まり傾向である。保護人員も、増加に転じたり、少し減少

したりしているが、高止まりが続いている状況である。保護率についても、

保護率というのは人口で保護人員を割り返したものであるが、最新だと１

６.７９パーミル。これが２６市と比較してどうなのかというのが３番で

あり、２６市保護率比較である。多摩市でいうと、令和３年の１月で全部

比べているが１６.７パーミル。ちょうど２６市平均が左にあるが、２６

市でいうと大体真ん中ぐらいである。爆発的にふえていると申し上げたが、

２６市で比較すると大体平均ぐらいの保護率になっているところである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １３番、令和２年度 生活保護費返還金の状況について（報告）、市側

の説明を求める。 

小野澤健康福祉部長 令和２年度 生活保護費返還金の状況についてご報告をさせていた

だく。生活福祉課長より詳細についてご説明させていただく。 

松田生活福祉課長 こちらも毎年度ごとに生活保護費の返還金の状況について議会の皆様

にご報告をしている。令和２年度の返還金の状況について報告をするが、

平成２７年次に会計検査院の検査の指摘を受け、経理担当職員１名を増員

して債務者の死亡の場合の相談、相続人調査や時効管理の強化を行ってい

る。また、法務担当の協力によってマニュアルを見直し、生活保護システ

ムの改修などを踏まえて適切な債権管理を行っているところである。 

 令和２年度については、令和２年度に発生する債権もあるが、それ以前、

平成６年であるから１９９４年からずっと債権があるわけであるが、

１９９４年から２０１９年までの２５年の調定ベースでの債権の金額が一

番上の表のところにある３億７,１００万円という数字である。令和２年度

に発生した債権は、調定ベースでいくと１億５００万円になっている。こ
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ちらを昨年度返還してきたというところでは、２,０００万円プラス

４,９００万円というところか。これを返還して令和２年度末の時点では

３億９,１００万円というような債権の状況である。昨年度以降の債権から

すると２,０００万円ぐらいふえてしまっているように見えるが、先ほど説

明をさせていただいたように、生活保護を受けるか利用される方がふえて

いる中では、適切な債権管理をしてきたと思っている。 

 ２ページに返還の状況があるが、主に返還金の内容は生活保護法第６３

条というものと生活保護法第７８条というものがある。（１）が法第６３

条というものであって資力があるにもかかわらず保護を受けたと、その資

力が具現化されたときに立て替え払いの保護費を返してほしいという性格

のものである。一番多いものが、年金の遡及受給というのが表の一番上で

あるが、年金受給権はあったがすぐに年金は受けられなくて生活保護を受

けていて、年金が遡及して具現化したときに立て替え払いの保護費を返し

てほしいというものである。昨年度は８７件発生して返還は７１件、４,

４００万円発生して２,１００万円返していただいているような状況であ

る。法第６３条で言うと、昨年度の調定ベースだと７,６００万円ほどで

あったが、返還は５６.９％の４,３００万円を返していただいているとこ

ろである。 

 ３ページが、法第７８条の不正受給である。隠れて就労していた、収入

があったが報告がなかったと、その間にお支払いした保護費を返してほし

いというのが法第７８条である。こちら件数としては少なくて１１件であ

り、不正受給という性格上１.４％ぐらいしか返していただいていないが、

状況としてはそういうものがあるところである。 

 ４ページが不納欠損の状況であり、返す当てがないようなところは不納

欠損としている。主には８４件ある時効であるが、箱の一番下にある債務

者が死亡して法定相続人から相続放棄の申し立てがあったものが１２件、

こちらが冒頭に言った会計検査院からの指摘で、債権者が死亡してもきち

んと相続人に確認せよというご指摘であったが、こちらも強化をしている

ところである。 

 生活福祉課における対応であるが、先ほど言ったように法務担当とも連
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携してマニュアルをつくって対応している。また、定期的に督促、催告な

ども行っている。また、債務者、保護を受けている方がほとんどであるが、

保護を受けている方については、保護費の中から単身だったら５,０００

円程度、複数世帯だったら１万円程度を返してほしいというお願いをして

いるところである。（４）では、先ほど言ったように死亡債務者の相続人

調査も実施している。また、居所が不明になってしまった方に対しても調

査を行っている。また、生活保護システムも改修し、この債権管理をシス

テム化しているところである。また、適切な不納欠損、返す当てのない未

済の返還金については速やかに不納欠損を行うような対応をしている。 

 最後に、課題であるが、そもそも返還金・戻入金が発生しないようにす

る取り組み、収入申告の徹底を指導している。また、一括返還が可能な債

務者、特に額が大きい、先ほど言った１００万円、２００万円というよう

な遡及の年金を受ける方がおられる。そういったところには早期に納付の

交渉を行うことで返還を促している。また、保護費の調整によって返済が

可能なものについては、その返還金に充てていく。また、主にケースワー

カーによる納付指導も引き続き行っていって、債務者全般に督促・催促を

行うことで適切な債権管理を行うように努めているところである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

しらた委員   多摩市でも不正受給をしていた方がいるというニュースがあったが、

６年間にわたってということであるが、そこは今どのようになっているの

か。 

松田生活福祉課長 報道は１１月２６日だったか、テレビ等で暴力団員であることを隠し

て生活保護費をだまし取ったというような報道がされていた。こちらにつ

いては、逮捕されて現在まだ拘留されている状況である。送検されるのか、

されないのかというところもあるが、いずれにしても不正受給であるので、

私どもとしては、過払いになった保護費について先ほど説明した生活保護

法第７８条の不正受給による費用徴収という決定をこれから行うが、警察

とも連携しながら、その方に返還を求めていくところである。 

小林委員    利用者に返還を求めるケースの中には、利用者の責任に属さない、例え

ば福祉事務所のミスや何年か前にあった事務懈怠の場合があると思う。そ
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ういう場合には返還を求めないとしたほうがよいと私は思うが、その点は

現状どうなっているのか。そのことは多摩市福祉事務所の判断でできるの

かできないのかを教えてほしい。 

松田生活福祉課長 その方に罪はないのに返還金が生じてしまう場合が、例えば加算をつ

け間違えてしまう、収入の認定を誤った等、可能性としてはある。そのと

きは、基本的に出し過ぎた保護費であることには変わりないので、返して

ほしいというお願いをすることになる。ただ、先ほど言ったような保護費

から相殺というような徴収の仕方はしていなくて、あくまでも返してほし

いというお願いをしているところである。 

 また、その発生してしまった債権に対して、多摩市の裁量でなかったこ

とにできるのかというと、なかなか難しいと思っている。したがって、丁

寧に説明をしながら、あなたに非はないのだが出し過ぎてしまった保護費

があるのでその分は返してほしい、分割で結構であるので日々の保護費の

中から返してほしいというお願いをしているのが現状である。 

小林委員    国の生活保護行政全体の仕組みを変えていかないと、多摩市の福祉事務

所だけの判断でできるということにはならないと思うが、本人の責任に属

さないのに返還を求められるのは、利用者本人も非常に苦しいし、事務的

な手間も非常にかかると思うので、私はなくす方向でいくべきだと思う。

できれば多摩市の福祉事務所でもできるよう国に言うようなことがあれば、

ぜひ考えてみていただければと思う。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １４番、地域活動支援センター及び就労支援センター業務委託に係るプ

ロポーザル方式による審査結果について、市側の説明を求める。 

小野澤健康福祉部長 障害福祉の関係である地域活動支援センター及び就労支援センター

業務委託に係るプロポーザル方式による審査結果についてご報告をさせて

いただく。詳細については、障害福祉課長よりご説明させていただく。 

平松障害福祉課長 地域活動支援センター「のーま」と就労支援センター「なちゅーる」

の業務委託の契約が令和３年度末をもって契約期間終了となるので、令和
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４年度からの５か年の委託事業者選定を公募型プロポーザル方式により行

い、最適受託候補者を決定したので報告させていただく。 

 まず審査委員会の委員であるが、委員としては、会長に健康福祉部長、

その他市から福祉総務課長と障害福祉課長、また学識経験者１名と民間有

識者１名、計５名で審査させていただいた。 

 プロポーザル方式採用の理由と効果及び公募の条件としては、一つは、

事業者決定過程の透明性の確保である。また、事業者から本事業の実施の

方策についてプロポーザルで提案を受けることにより障がい者支援策の充

実が期待できるというところで、創意工夫により実施できる事業を提案い

ただくこととしている。公募の条件としては、都内で障害者総合支援法に

基づく事業を３年以上運営している実績があり、地域活動支援センター及

び就労支援センターの両センターを一体的に運営可能なところ、また委託

期間における長期にわたる受託可能な法人である。 

 審査結果としては、最適受託候補者が社会福祉法人正夢の会、こちらは

現在運営している法人である。次席者が特定非営利活動法人わかくさ福祉

会となった。 

 選定経過であるが、まず令和３年７月に第１回審査委員会の開催を行っ

た。こちらは書面で事業者の候補選定に係る基本方針の確認等を行ってい

る。 

 その後、８月３日には指名業者選定委員会にプロポーザル方式の採用に

ついて承認を受け、８月５日から公募開始となっている。申し込みに関し

ては３事業者あり、それぞれ審査を行ったところである。 

 １０月７日に第２回の審査委員会を開催しており、こちらは書類審査で、

提案書類の審査等を行い、３事業所とも通過を決定した。１０月２７日に

は３事業者からプレゼンテーションを受け、また、ヒアリング結果に基づ

き審査を行い、最適受託候補者と次席者を決定したという形である。 

 １１月１６日には、この結果について指名業者選定委員会に報告をして

いる。今後の予定としては、もう既に審査結果については事業者に通知し

ていて、１月に候補者の公表をたま広報及び市公式ホームページで行う。 

 また、４月１日からが委託期間ということで契約締結を行っていくとい
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う形になる。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １５番、多摩市ひまわり教室運営業務委託に係るプロポーザル方式によ

る審査結果について、市側の説明を求める。 

小野澤健康福祉部長 こちらも障害福祉課の関係であるが、発達支援室の事業である。多

摩市ひまわり教室運営業務委託に係るプロポーザル方式による審査結果に

ついて、発達支援担当課長よりご説明をさせていただく。 

田島発達支援担当課長 では、ひまわり教室運営業務委託に関わるプロポーザル方式に関

する審査結果について報告をさせていただく。こちら令和３年度末をもっ

て現在の委託事業者の契約期間が終了となることから、令和４年度から

５年間の委託事業者選定を公募型プロポーザル方式により行い、最適受託

候補者を次のとおり決定した。 

 審査委員に関しては、記載している７名の委員で行った。 

 また、３番のプロポーザル方式採用の理由としては、利用児童やその保

護者に対し質の高い支援を提供していく必要があること、価格競争ではな

い視点で、限られた事業経費の範囲の中で、市が規定する委託業務内容を

基本とする利用児童へのよりよい療育支援を考える事業者を選定する必要

があるということで行った。公募条件としては、児童福祉法第６条の２第

２項に規定される児童発達支援事業の運営実績を有する法人であること、

また、この法人が過去東京都から行政処分を一度も受けていないこととし

た。 

 審査結果であるが、最適受託候補者は社会福祉法人正夢の会で、現在ひ

まわり教室を運営している事業者となる。 

 選定経過に関しては、８月２０日から公募を開始した。９月１５日に一

次審査を書類で行ったが、応募事業者は１事業者となった。１０月２１日

に二次審査、プレゼンテーション、ヒアリング等を行い決定したところで

ある。今後の予定としては、１月２０日のたま広報及び多摩市公式ホーム

ページで候補者を公表する。４月１日から５年間で契約締結を結ぶ予定で
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いる。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

あらたに委員  ひまわり教室はある意味不登校対策と非常に密接というか今後大事な視

点かと思っているが、今教育委員会側でその不登校のことをいろいろやっ

ていると思うが、今回最適受託候補者となった事業者は、それにどういっ

た形で関与していくのか。これから市が行う不登校対策について、この業

者の関わりが出てくるのか出てこないのか教えていただけるか。 

田島発達支援担当課長 不登校対策に関して直接的にこの事業者が何か関わるようなこと

は現在考えていないが、やはりつながるものということで小さい頃からそ

のお子さんに合わせた支援や療育対応が必要になってくるので、就学をす

るときにはしっかりとどのようなお子さんであるか、あと不登校や不適応

にならないように就学先にしっかりつなげるというところでは、発達支援

室や教育センターとともに各学校にも情報を伝えていくような役割を担っ

ていただく予定でいる。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 以上で協議会を終了する。 

（協議会終了） 

                  午後 ２時０５分 終了 

                ──────────────― 

                  午後 ２時０５分 再開 

きりき委員長  休憩前に引き続き会議を開く。 

 委員会を再開する。 

 以上で本日の日程はすべて終了した。 

 これをもって健康福祉常任委員会を閉会する。 

                  午後 ２時０５分 閉会 



多摩市議会委員会条例第２８条第１項の 
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  健康福祉常任委員長   きりき 優 


